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プ ロ ロ ー グ

　現在，日本の大学には「平和学」を冠した講座（授業）が４０以上，「平和

研究」を冠した講座を加えると合計で５０以上あり，「平和学」ないし「平和

研究」という文字を表題に含んだ書物は４０冊以上が出版されている１）。「平
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平和学―過去・現在・未来
――私の自伝的「平和学」論――

岡　　本　　三　　夫

　１）　「平和学」を開講している大学は以下の通り（０３年２月現在。０４年度開講予定
を含む）。
　�愛知大学，愛知教育大学，大阪経済法科大学，大阪産業大学，沖縄国際大学，香
川大学，鹿児島大学，関西学院大学，恵泉女学園大学，敬和学園大学，四国学院
大学，十文字大学，上智大学，聖学院大学，成蹊大学，専修大学，創価大学，中
央大学，東京基督教大学，東京経済大学，東京女子大学，東京大学教養部（０１年，
０２年のみ），獨協大学，長崎大学，新潟国際情報大学，広島大学，広島経済大学，
広島修道大学，広島女子大学，文教大学，法政大学，北海道東海大学，北海道文
教大学，松山東雲大学，明治学院大学，酪農学園大学，琉球大学，龍谷大学，立
教大学，立命館大学，ルーテル学院大学，早稲田大学 →
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修道法学　２７巻　２号

和学」という言葉もすっかり定着し，女性学，環境学，生命倫理学などと

共に新たに登場した価値指向性の高い諸学の中の一つとして市民権を得た

感がある。このような日本の高等教育機関における現象は，世界的に見て

―　　―�

→ 　　「平和研究」を開講している大学は以下の通り。
　　恵泉女学園大学，九州大学，久留米大学，国際基督教大学，上智大学，大東文化
大学，広島修道大学，横浜市立大学，立教大学。
　　「平和学」または「平和研究」を書名に含んでいる書籍は以下の通り。
　　武者小路公秀著『平和研究入門』（講談社），川田侃著『軍縮経済と平和研究』
（東京大学出版会），日本平和学会編『核時代の平和学』（時事通信社），森利一・
山田浩編『平和学講義』（勁草書房），山田浩編『続・平和学講義』（勁草書房），
日本平和学会編『講座・平和学』全４巻（早稲田大学出版部，�『平和学―理論と
課題―』，�『平和の思想』，�『平和学の数量的方法』，�『新国際秩序と平和』），
『平和研究叢書』全６巻（早稲田大学出版部，�『平和と人権』，�『沖縄―平和
と自立の展望―』，�『構造的暴力と平和』，�『第三世界と平和』，�『市民・
����運動と平和』，�『社会主義の理念と平和』），長崎総合科学大学長崎平和文化
研究所編『ナガサキの平和学』（八朔社），浄土真宗本願寺派安芸教区編『浄土真
宗の平和学』（同朋舎出版），岡本三夫著『平和学を創る―構想・歴史・課題』（広
島平和文化センター）。
　　以上は絶版または入手困難だが，以下は０５年春現在入手可能である。
　　川田侃著『平和研究』（東京書籍），斉藤哲夫・関寛治・山下健次編『平和学のす
すめ』（法律文化社），臼井久和・星野昭吉編『平和学』（三嶺書房），創価大学平
和問題研究所編『地球市民をめざす平和学』（第三文明社），高柳先男著『戦争を
知るための平和学入門』（筑摩書房），奥田京子編『平和学入門』（英宝社，英語教
科書），池尾靖志編『平和学をはじめる』（晃洋書房），戸崎純・横山正樹編『環境
を平和学する』（法律文化社），『アエラムック　平和学がわかる』（朝日新聞社），�
戸田清著『環境学と平和学』（新泉社），ヨハン・ガルトゥング・藤田明史編著『ガ
ルトゥング平和学入門』（法律文化社），ポール・ロジャーズ著・岡本三夫監訳
『暴走するアメリカの世紀─平和学は提言する』（法律文化社），小柏葉子・松尾雅
嗣編著『アクター発の平和学』（法律文化社），吉田康彦編著『２１世紀の平和学』
（明石書店），日本平和学会編『グローバル時代の平和学』全４巻（法律文化社）
（�『いま平和とは何か─平和学の理論と実践』，�『いま戦争を問う─平和学の
安全保障』，�『歴史の壁を超えて─和解と共生の平和学』，�『私たちの平和を
つくる─環境・開発・人権・ジェンダー』），児玉克哉・佐藤安信・中西久枝著
『はじめて出会う平和学』（有斐閣），岡本三夫・横山正樹編著『平和学の現在』（法
律文化社），岡本三夫著『���������	
���
����������������』（核時代の
平和学）（広島修道大学総合研究所，英文），岡本三夫著『平和学―その軌跡と展
開』（法律文化社）。
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岡本：平和学―過去・現在・未来

もかなり特異な現象であり，戦後の日本が創り上げた平和文化のアカデミッ

クな表現として注目に値する。

　ただ，後述するように，日本には，先進的な西洋諸国の場合と違い，平

和学部や平和学研究科（大学院）のような組織的・系統的に平和学を研

究・教育することのできる大学が存在しないことも，もう一つの特異な現

象として言及しておかねばならない。「平和学」という単発の講座がこれ

ほど多く大学に設置されていながら，平和学のメッカと称されるヒロシマ

にも，ナガサキにも，オキナワにも平和学部・平和学研究科を設置してい

る大学は皆無なのである。

　本論は，以上のような問題意識を背景に，日本で最初の平和学講座がど

のようにして誕生したのか，その経緯についての叙述を手がかりにして，

平和学の存在理由はどこにあるのか，平和学と擬似平和学の相違は何か，

日本の大学に平和学部を創設する可能性はあるのか，２１世紀の世界と日本

における平和学がいかにあるべきかなど，今，平和学に求められている諸

問題を，日本平和学会，国際平和研究学会（����），日本学術会議・平和問

題研究連絡委員会（略称：平和研連）などにおける私の経験を踏まえなが

ら論じるものである。また，約３０年間，平和学を仕事としてきた私の自伝

的「平和学・論」であることもお断りしておきたい。

１）　日本で最初の平和学─誕生の経緯─

　私は１９６８年に香川県善通寺市の四国学院大学に赴任し，ドイツ語，哲学，

社会思想史などを教えていたが，それは丁度ベトナム戦争たけなわの頃だっ

た。家ではテレビで観る世界と新聞で知るニュースに絶望し，ベトナム戦

争に義憤を感じつつ，朝になると研究室に向かい，教壇に立つことを日常

としていた私は，自分の最大の関心事と教授内容の乖離に悩んだ。幸い，

ゼミでは哲学や社会思想史の幅広い分野を扱うことが許されていたので，

戦争と平和に関しても多少の言及は不可能ではなかった。

　米国と西ドイツでの計８年間におよぶ留学から帰国し，日本の生活に安
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修道法学　２７巻　２号

堵感と同時に違和感を抱きつつ講壇に立っていた私は，学内新聞にベトナ

ム戦争に関する論評を書いたり，全国紙や地方紙の「声」欄に投書したり

しながら，かろうじて精神のバランスを保っていた。まさにその時期のこ

とだった。『平和研究とは何か』という書物を，ドイツ留学時代の恩師ゲオ

ルク・ピヒト（��������	
�）教授が送ってきてくれたのである２）。英語に

“���������	（「神の贈物」）という表現があるが，研究者としての私の未来に

道筋をつけてくれるような出来事だった。

　私はこの書物を読んで，「平和」が学問研究の対象になり得るという主張

に刮目し，興奮し，自信を持った。ドイツの大学教授が神様のような存在

だということは周知の通りだが，哲学者ハイデガーの助手を務めたことが

あり，カール・フリードリヒ・フォン・ヴァイツゼカーの親友でもあるピ

ヒト教授は当時ハイデルベルク大学の看板教授の一人でもあっただけに，

教授の言葉の一つ一つが私の魂を揺すぶり，私は「これだ！」という感慨

に浸った。書物の内容を興奮して話す私に向かって「一生の仕事に出会え

たようね」という伴侶のコメントも私の背中を後押しした。私はピヒト教

授の指導のもと，カントの宗教哲学に関する論文を書く予定だったが，平

和学・平和研究の追究に強く惹かれて行った。

　他方，１９７０年～７１年頃のことだったが，私は伴侶がかつて勤務していた

国際文化会館の松本重治理事長に何回かお会いし，私の拙い平和論を読ん

で頂いたりしていたせいだと思うが，「日本平和研究懇談会」の存在を知

ることになった。当時，「日本平和研究懇談会」の中心は東京大学法学部の

坂本義和教授，川田侃教授（後に上智大学），上智大学の武者小路公秀教授

などだったが，日本にも「平和研究」を手がけている研究者がいることを

知ったのは少なからぬ喜びであり，私はこれらの先達にアプローチして，

教えを請うことを試みた。

　１９７２年の秋，私は大学から在外研究の機会を与えられ，母校のハイデル

―　　―�
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岡本：平和学―過去・現在・未来

ベルク大学に伴侶と３人の幼児を連れてもう一度「留学」することになっ

た。ヴィリー・ブラント社民党政権が誕生して間もない頃であり，東欧政

策など，矢継ぎ早の平和外交が展開中の西ドイツは平和問題を考える絶好

の環境でもあった。特に，１９６９年に誕生した「ドイツ平和・紛争研究協会」

（����）の存在と活動を知ったことは私に決定的な影響を及ぼした３）。

　また，当時，ピヒト教授の助手をしていた神学専攻のヴォルフガング・

フーバー氏（現在，ドイツ福音教会ベルリン総監督）との出会いも大きな

意味を持っていた。ピヒト教授は西独の教育問題を論じた書物で論壇を賑

わしていた哲学者であり，平和問題にも造詣が深く，フーバー氏は法学，

政治学，平和研究などに通暁した新進気鋭の神学徒だった。「平和研究の登

場で神学は“救われた”」というフーバー氏の言葉を思い出す４）。

　帰国の準備をしていたころだった。日本平和学会創設の情報が日本から

届いたのである。四国学院大学で同僚だった八木洋一氏（ドイツ語，宗教

学）が日本平和学会創設を伝える新聞の切抜きを送ってくれたのだった。

帰国した私は，間もなく日本平和学会に入会し，会長の故関寛治東大教授

を初め，西川潤早大助教授（当時），故高柳先男中央大助教授（当時）など，

後年親交を結ぶことになる若手研究者を始め，日本平和学会創設に関わっ

たその他多くの平和研究者を知ることになった。１９７３年秋のことだった。

私のデビューとなった学会報告は「西ドイツにおける平和研究の展開」で，

前述した������の誕生と活動についてだった５）。

　１９７６年４月，「平和学」という４単位の授業を開講することが許可された。

すでに，平和学に関する数点の論文を発表していたこと，日本平和学会が

―　　―�

　３）　「ドイツ平和・紛争研究協会」（���������	���
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　４）　フーバー自身の平和研究に関する所論については以下の『哲学歴史辞典』の
���������	
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　５）　同報告は加筆修正されて以下に収録されている。拙著『平和学―その軌跡と展
開』，法律文化社，１９９９年。
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存在していたこと，また，１９７５年以来，私が同学会の理事に選ばれていた

ことなどが，幸いした。それに，生涯の親友となった学長の�������テーラ教

授（キリスト教学）のモラルサポートが大きかった。神学を学んだ経験が

あったので，共にギリシャ語の基本は知っていた私たち２人は，ギリシャ

語から「平和学」を意味する「アイレノロジー」（���������）という用語を

考案したのだが，普及するには到らなかった６）。これが日本で最初の「平和

学」講座だということを知ったのは，ずいぶん後になってからのことだっ

た。

　開始されたばかりの平和学の授業内容は文字通り暗中模索だった。２０人

前後の学生が受講したが，講義に割いた時間は前期後期とも全体の５分の

１くらいで，ほとんどの時間をグループ学習に充当し，学年末には「平和

研究リポート」という共同研究を提出させた。それらのリポートを合本に

してテキストとし，お寺やセミナーハウスに合宿してその論評会を開き，

内容よりも，議論への参加の度合いを基準にして評価したりした。ワープ

ロはなく，手書きの時代だったが，ゼロックスが普及し始めた頃であり，

コピーの量産はありがたかった。私は日本国際政治学会にも入会し，政治

学関係の書物を読みあさった。

　国際的な舞台で最初に試練にあったのは，土井たか子社会党議員（当時）

と２人でアムステルダム自由大学で開催された世界キリスト教協議会の「核

兵器と軍縮に関する公聴会」に証人として出席した時だった。スウェーデ

ンのオロフ・パルメ氏，米国のマクジョージ・バンディ氏，ソ連のアレキ

セイ・アルバートフ氏など，世界の錚々たる政治家・学者が来ていた。ガ

ルトゥングも別名で参加し，ストックホルム国際平和研究所（�����）所長

の�������������	�も参加していた。この著名な２人が「役なし」で参加し

たというのは異例だった。

―　　―�

　６）　後日、レーリングが次の著書において������������（戦争学）と対比して�
�����������（平和学）という語を使用していることを知った。��������	
��������
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岡本：平和学―過去・現在・未来

　オランダの「教会間協議会」はこの公聴会を重視し，公聴会開始の前日

に大掛かりな反核反戦デモを仕組んだ。日本からはテレビ朝日が筑紫哲也

をキャップに取材に来ていたが，土井議員と私は現地に着いて初めて知る

デモだった。人口約８０万人のアムステルダムにドイツから，英国から，

ヨーロッパ各地から４０万人が集結した。市内の道という道，橋という橋は

デモ隊の行列に溢れ，米ソの核軍拡競争を批判する叫びがアムステルダム

市を覆い尽くした。

　１９８０年代初頭の数年間，ヨーロッパ諸国の大都市では空前絶後の反核平

和デモが頻繁に行われ，革命前夜のような社会情勢を醸し出していた。ボ

ン，ロンドン，ローマ，ブラッセル，ストックホルムその他の首都で，３０

万，４０万，５０万という，日本では考えられないような多数の人びとが核兵

器廃絶を叫んで街頭に繰り出したのだった。そのピークは１９８２年６月１２日

のニューヨーク市で行われた百万人集会で，私はこれにも参加していた。

また，私は１９８３年８月から翌年７月まで英国のセリオーク連合大学とバー

ミンガム大学に平和学の客員教授として滞在したのだが，この期間にもロ

ンドンやコヴェントリーで実施された５０万人規模の反核平和デモにも参加

しており，私の平和学にとって核問題はいよいよ中心的な地位を占めよう

としていた。セリオーク連合大学でクウェーカー教徒のメッカであるウッ

ドブルック・コレッジ（�����������	�

���）に１年間滞在し，「平和を

生きる人びと」の群れと生活を共にしたことは私の生活スタイルに大きな

影響を及ぼす経験だった。

　そうした状況の中で，１９８２年に「文学部社会学科」が四国学院大学に創

設されたことは，新しい試みが可能となったことを意味した。すなわち，

社会学科の中に「国際平和学コース」が誕生したのである。同僚の横山正

樹氏（現フェリス女学院大学教授）の助力があったお蔭で可能となった試

みであり，日本で最初の組織的・系統的平和学研究の体制が整ったのだっ

た。それまで，学内でバラバラに提供されてきた授業科目を「平和学の視

点で纏める」ことによって「国際平和学コース」を誕生させたことには，

―　　―� ���（���）
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先駆けとしての意義があった７）。

―　　―�

四国学院大学　文学部　社会学科　国際平和学コース（１９８９年度）

担　当　教　員形式単位学　　　科　　　目級年次区 分
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際

必

修 佐竹眞明Ｌ４国 際 社 会 論文二

岡本三夫Ｌ２国 際 関 係 論文二

国　
　
　

際　
　
　

平　
　
　

和　
　
　

学　
　
　

コ　
　
　

ー　
　
　

ス

選　
　
　
　
　
　

択　
　
　
　
　
　

必　
　
　
　
　
　

修

岡本三夫Ｌ２核 兵 器 と 人 類文二

岡本三夫Ｌ４社 会 哲 学文二

横山正樹Ｌ４
ａ東南アジア社会論
ｂフィリピン経済論

東 南 ア ジ ア 社 会 論文二

横山正樹
（８９年度は休講）

Ｌ４
ａ公 害 論
ｂ原 子 力 問 題

公 害 論文二

戸崎　純Ｌ２第 三 世 界 論文二

戸崎　純Ｌ２世 界 シ ス テ ム 論文二

末吉高明Ｌ２ア フ ロ ・ ア メ リ カ 社 会 論文二

栗林輝夫Ｌ２解 放 の 神 学文二

�田　敦Ｌ２科 学 技 術 論文二

中村尚司Ｌ２エ コ ロ ジ ー文二

深江誠子Ｌ２フ ェ ミ ニ ズ ム文二

（８９年度は休講）Ｌ２マ イ ノ リ テ ィ 論文二

（８９年度は休講）Ｌ２韓 国 社 会 論文二

姜　徳相Ｌ２在 日 外 国 人 論文二

韓　大圭Ｌ４韓　 　 国　 （ 朝　 鮮 ）　 文　 　 化文二

佐竹眞明Ｌ４
ａ基 礎 理 論
ｂ社 会 学 史

社 会 学 原 論文二

白川琢磨Ｌ４
ａ基 礎 論
ｂ技 術 論

社 会 調 査 方 法 論文二

加瀬豊司・松本京子Ｓ４外　 国　 事　 情　 　 　 （ 米　 国 ）文二

（８９年度は休講）Ｓ４外　 国　 事　 情　 　 　 （ 英　 国 ）文二

（８９年度は休講）Ｓ２外　 国　 事　 情　 　 　 （ 韓　 国 ）文二

英 語 に
よる講義

岡本三夫他Ｌ２日 本 事 情 Ｃ文一

岡本三夫他Ｌ２日 本 事 情 Ｄ文一

横山正樹Ｌ＋Ｐ２社会調査実習Ｃ国際平和学現場研修文二

岡本三夫Ｌ＋Ｐ２社会調査実習Ｄ国際平和学現場研修文二

ロザリンド・ベドローＬ２国際平和学特講Ａ「未 来 の 選 択」文二

ケシャヴ・パランジペＬ２国際平和学特講Ｂ「ガ ン デ ィ の 平 和 思 想」文二

田中伸尚Ｌ２国際平和学特講Ｃ「昭 和 史 の 検 討」文二

戴　國�Ｌ２国際平和学特講Ｄ「ア ジ ア か ら 見 た 日 本」文二

ハリー・アルトマンＬ４コ ン ピ ュ ー タ ー 概 論文二

宮崎昭夫・佐野通夫
土井省悟・速水清隆
（外国人学生に限る）

Ｌ２日 本 事 情 Ａ指一

Ｌ２日 本 事 情 Ｂ指一
「年次」は数字の学年以上が受講可、「級」は「文」が文学部全学科共通に受講可能、「指」は指定者のみ
に限定、形式は「Ｌ」＝講義、「Ｓ」＝演習、「Ｐ」＝実習をそれぞれ示します。

　７）　「国際平和学コース」のカリキュラムは図の通りである。
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岡本：平和学―過去・現在・未来

２）　ヒロシマとの「再会」

　広島修道大学法学部国際政治学科へ赴任したのは１９９０年４月のことだっ

たが，これは私の平和学にとっての大きな転機となった。実は，広島大学

総合科学部に「戦争と平和に関する総合的考察」という４単位の平和学講

座（授業）が開始された１９７７年以来，私は，日本にいる限り，同講座を担

当するティームの一員として毎年来広しており，ヒロシマを意識する度合

いは年々かなり強まっていた。来広するたびに，努めて平和記念資料館

（原爆資料館）を訪れ，原爆投下に関する一次資料に接して，核兵器問題に

ついての知見を深める努力もしていた。

　しかし，広島修道大学で「平和学」の専任となってみて初めて，「ヒロシ

マの大学における平和学は如何にあるべきか」ということを真剣に考えな

ければならなくなった。そのきっかけとなったのは被爆者の方々との日常

的な出会いであり，被爆者と共にある市民活動家との接触だった。私は

１９８９年から１９９１年までの２年間，日本平和学会の会長だったこともあって，

シンポジアムの企画に関ったり，講演の依頼を受けたりする機会が飛躍的

に増え，大学内での仕事と大学外での仕事の配分，理論と実践の調和に腐

心する日が多くなっていた。

　また，１９９１年夏にアジア太平洋資料センターの要請のもと，「市民湾岸戦

争調査団」団長として，副団長のダグラス・ラミス津田塾大学教授（当時）

ほか約２０人の人びとと湾岸戦争直後のイラクを訪問した経験，同じく１９９１

年冬に「第９条の会・米国」設立者のチャールズ・オーバビー博士広島講

演会を主宰した経験，１９９２年春に「日朝友好広島訪朝団」のメンバーとし

て北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）を訪問した経験，１９９２年春に「第９

条の会ヒロシマ」が発足し，その世話人代表に選出されたこと，１９９３年に

「不戦兵士の会中国支部」代表世話人に就任したことなどは，大学外にお

ける私の活動の幅を一挙に広げることになり，同時に，私の平和学の性格

に大きな影響を及ぼすことになった。これらの経験は，私の最初の単著と
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修道法学　２７巻　２号

なった『平和学を創る―構想・歴史・課題―』（広島平和文化センター刊，

１９９３年）が，「足で学ぶ平和学」を打ち出すことになった背景でもある。

　しかし，私と平和学との出会いと歩みを振り返ってみるならば，次に述

べるごとく，広島におけるこれらの体験は「ヒロシマとの〈再会〉」とい

う意味を持っていた。

＊　　　　＊　　　　＊

　１９６８年５月２２日早朝，妻と私は原爆ドームを訪れ，平和公園に立ってい

た。午前７時頃のことで，人影はほとんどなかった。その前々日，私たち

は京都の御所近くのホテルで結婚式を挙げ，新婚旅行の途中に広島へ立ち

寄ったのだった。平和公園に足を踏み入れたとき，「聖地」に立ったという

感動を私たちは強く抱いた。妻も私も，感無量で，無言のまま，しばらく

の時間が経過した。妻は，嗚咽し，座り込んでしまった。私の脳裏には，

約３０年間の出来事が走馬灯のように駆け巡っていた。

　私は，１９３３年（昭和８年）栃木県那須郡烏山町という北関東の小さな町

に生まれた。父は過去に醸造会社の社長だったが，私が物心ついた頃には

町役場の戸籍係で，母は登記所（後に地方裁判所）前という地の利を生か

し，印紙，切手・はがき，塩，駄菓子などを商う岡本商店を営んでいた。

兄，２人の姉，妹と弟，両親の８人家族で，家作には母方の祖父母が住んで

いた。日中戦争は，私が４歳のときに始まった。北京陥落，南京陥落など

を祝う提灯行列はハッキリ覚えている。真珠湾攻撃は国民学校２年生のと

きだった。真珠湾攻撃，シンガポール陥落，フィリピン占領などとつづく

アジア・太平洋戦争における勝利また勝利のニュースも束の間，暫くする

とアッツ島，ガダルカナル島に始まる「玉砕」という名の自爆攻撃の数々，

山本五十六太平洋艦隊司令長官という神話的英雄の戦死などの「大本営発

表」へと変っていった。「少国民」と呼ばれた私たち少年も，地上戦に備え

て，「手旗信号」や「モールス無線通信」を含む学校での軍事教練，竹刀や

木刀による銃剣術の練習，女子生徒の薙刀使い，防空壕掘り，空襲避難訓
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岡本：平和学―過去・現在・未来

練，さらには食料生産のための開墾や収穫をはじめとする農作業に従事し

た。戦争が終わったとき，私は国民学校６年生だった。

　物心ついたときから講談社の戦争絵本で，日清戦争，日露戦争，広瀬中

佐，乃木大将，東郷元帥などの話で明け暮れていた私たち「少国民」は，

次第に，頭の天辺から足の爪先まで「軍国少年」として育てられていた。

「忠烈無双」とか「護国の鬼」などといった勇ましい美辞麗句で戦死者を崇

め祭り，「軍神」，「神兵」，「荒鷲」，「特攻隊」，「神国日本」，「皇軍」，「皇

国」，「靖国神社」，「現人神」，「大東亜共栄圏」，「鬼畜米英」，「撃ちてし止

まん」，「挙国一致」，「欲しがりません。勝つまでは」というような言葉が

私たちの脳にはびっしり詰め込まれた。歌う歌もほとんどが軍歌だった。

　１９４５年（昭和２０年）になっても「大本営発表」は勇ましかった。米潜水

艦の魚雷攻撃でほとんどの輸送船が撃沈され，補給を絶たれた日本軍守備

隊は太平洋の島々で孤立し，圧倒的に強力な米軍の前に敗退せざるを得ず，

全滅させられていたのだが，大本営は退却を「転進」と呼び，全滅を「玉

砕」と呼んで美化し，まだ勝っているかのような印象を国民に与え続けた。

１９４５年になると，大都市にはＢ２９爆撃機が飛来し，猛烈な空襲が開始され

た。３月１０日の東京空襲では一夜のうちに１０万人以上が殺された。その年

の８月までに横浜，名古屋，大阪，神戸など６０以上の都市が爆撃と艦砲射

撃で壊滅的な被害を受けた。１９４５年３月，米軍は沖縄本島に上陸したが，

これは日本領土内での初の地上戦となった。

　沖縄戦では沖縄県民は兵士も含め約１４８，０００人が死に，本土出身の兵士ら

も約７４，０００人が死んだ。日本軍による殺害や強要された集団自決で犠牲に

なった沖縄県民も少なくなかった。米国人も約１４，０００人が死んだ（朝日新

聞，２０００年６月１１日付）。

　そして敗戦。戦争の魔手は私の家には特異な形で襲いかかってきた。栃

木県の田舎町だったから，空襲はなかったが，都市と農村の中間地帯だっ

たため，食糧事情は最悪で，飢えギリギリの生活を余儀なくされた。とい

うのは，農家は食料を密かに隠匿し，選択的に売却していたが，田舎町で
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よりも都会でのほうが高く売れたため，私たちはいわば忘れられて「船の

来ない孤島の住民」のような運命を背負うことになってしまったのだった。

大抵の家には小さな菜園があり，芋類を栽培していたが，焼け石に水だっ

た。

　さらに，私の家では，まるで運命の女神に突き放されたかのように，長

兄と母と父が数年の間に次々と病没したのである。すなわち，１９４５年３月

には一家の大黒柱と目されていた元兵士の長兄が敗戦を待たずに２５歳の若

さで死んだ。１９歳の時，自ら志願して入隊した兄だったが，満州で結核に

罹り，除隊して帰国し，自宅で療養していたが，まともな医者にもかかれ

ず，医薬品もなく，栄養さえ摂れなかった。長兄の看病で結核に感染した

母は，同じような状況の中で，その翌年４５歳で死んだ。妹は９歳，弟は４

歳だった。弟の世話をする者がいなかったため，私が弟を連れて登校した。

弟は私の足元に座って絵本を見ていた。

　母が死んで半年ほどして，日本赤十字社の従軍看護婦として中国に派遣

されていた２１歳の長姉が復員してきた。この健気な姉がもし帰国していな

かったら，１７歳のもう一人の姉と１３歳の私とでは妹と弟を養ってゆくこと

はできなかったかもしれない。すでに病床にあった父は，彼女の復員で安

心したのだろうか，それから暫くして死んだ。やはり，結核と栄養失調が

原因だった。５７歳だった。

　私のような，文字通りの戦災孤児ではない，いわば「谷間の戦争犠牲者」

の実生活は過酷で，東京の焼け跡を住処とする戦災孤児や浮浪児のそれと

余り変わらなかった。同級生の多くには両親がいた。私たちきょうだいは，

近くには親戚もなく，日々の生活は厳しかった。父が福島県白河郷の出身

だったため，遠い旅をしなければ助けは得られなかったし，旅費さえまま

ならなかった。空腹と栄養失調のためか，体中に疥癬や「おでき」が生じ，

蚤や虱に悩まされた。いつも汚い，一張羅のボロ服を着ていた。雪の降る

極寒の冬でも手袋や足袋はなく，素足に下駄の関東平野は辛かった。

　しかし，気丈夫な長姉を中心にきょうだいは何とか飢えを凌ぐ術を体得
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して生き延びることができた。幸い，生家は立地条件のいい場所にあった

ので，それを利用して，夏はトコロテンとカキ氷を，冬は焼き芋と「ポン

煎餅」を作って売った。私は，早朝，納豆売りや新聞配達をして家計を助

けた。よく農家へ食料の「買出し」にもいった。物々交換以外に食料を手

放す農家はなかったため，亡父の背広や時計，亡母の着物などを持って

いっては米などの食料と交換した。「ヤミ」は当時のキーワードで，ヤミ米

があり，ヤミ煙草があった。「ヤミ」は軽犯罪だったから，運が悪いと，

「一斉取締り」に遭遇して，折角の食料を没収されることもあった。こうい

う生活が，戦後数年は続いた。その後，一家は離散し，弟は孤児院へ行か

ざるを得ず，妹は「天国での至福」に憧れてみずから命を絶ち，私は横須

賀の叔母の許に引き取られることになるが，長くなるので，その後の私の

歩みについては省略する。

＊　　　　＊　　　　＊

　１９６８年５月２２日早朝，私の脳裏をよぎったのは，上述したような少年時

代の過酷な日々だった。もちろん，上述したすべてではなかっただろう。

しかし，少年時代の記憶が私を包み込み，私は泣いた。目の前には原爆

ドームが立っていた。平和公園の芝生は朝露で光っており，萌え出る芝生

の勢いは，芝生の下に眠る少年少女たちの生気のようにさえ感じられた。

死んでいった者たちの不運を思い，戦争を生き延び，留学し，帰国し，就

職し，結婚した自分の幸運を思った。それは，紛れもなく，私の人生にお

ける「ヒロシマとの出遭い」だった。だから，広島修道大学へ赴任して以

来のヒロシマ体験は「ヒロシマとの〈再会〉」という意味を持っていたの

だった。

　「平和学に取り組むようになった理由は？」と聞かれることがある。私の

場合，後年になって振り返ってみると，ピヒト教授の書物とヒロシマ体験

が決定的だったと思うのだが，その背景には少年時代の戦争体験があり，

戦後生活の悲惨と苦労があり，８年間という長期海外留学での国際経験が

―　　―�� ���（���）



修道法学　２７巻　２号

あった。つまり，一方には論理があり，他方には体験があったということ

になる。おそらく，私が理論と実践の媒介を重視し，理論と実践の統一を

志向するようになった理由もその辺にあるのだと思う。

３）　ガルトゥング論文の衝撃と米国の単独行動主義

　「目から鱗が落ちる」というのは，「あの論文」を読んだときのような体

験を言うのだろう。「あの論文」というのは若き日のヨハン・ガルトゥング

が書いた「暴力，平和，平和研究」（���������	
�����	
��
�����


���������）という論文のことだが，何気なく読んだ「あの論文」の衝撃は

強烈だった８）。当時，比較的頻繁に利用していた国際文化会館図書館でのこ

とだった。「間接的・構造的暴力」，「直接的・物理的暴力」，「消極的平和」，

「積極的平和」という諸概念が新鮮で，哲学や神学の世界での思考に慣れて

いた私の脳を揺さぶった。類似の経験は私だけのものではなかったようで，

「“あの論文”を読んでいなかったら，平和学・平和研究を専攻するように

はならなかっただろう」という何人かの研究者に私は国際会議で会ってい

る。

　ドイツ留学時代（１９６４～６８年）に親しんだフランクフルト学派の社会学

（テオドーア・アドルノ，マックス・ホルクハイマー，ユルゲン・ハーバマ

スなど）との相性もよかった。神学に政治学や社会学を大幅に取り込んだ

ユルゲン・モルトマン，ヨハン・バプティスト・メッツなどの論文も哲

学・神学と「ガルトゥング平和学」の媒介に役立った。さらに，６０年代末

から７０年代前半にかけての国内的・国際的政治状況（ベトナム戦争，文化

大革命，大学闘争など）が，それら知的営為の背景をなしていた９）。

　ところで，ガルトゥングの提唱する平和学では，戦争やテロのような「直

―　　―��

　８）　��������	
����	����������	������	���������������	�
������������	�
�����
���������������������３��１９６９�������
　９）　拙稿「アウシュヴィッツの後に」四国学院大学文化学会『論集』２１号，１９７１年
参照。
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接的・物理的暴力」の概念と平行して，途上国における極度の貧困，栄養

失調，医療・医者不足，飢餓・餓死，無秩序などが「間接的・構造的暴力」

として導入される。「暴力と平和」という二分法が，伝統的な「戦争と平

和」という二分法にとって代わったのである。もはや，〈平和＝戦争の不

在〉という方程式は成り立たなくなった。例えば，途上国の平均寿命は５０

歳前後だが，５歳になる前に死ぬ子どもの数は先進工業国の数十倍に達す

る。その際，失われた４５年プラス���年の歳月は，戦争によろうと，飢えに

よろうと等価である，とガルトゥングは考える。こうして飢えなどによる

死を彼は「構造的暴力」として伝統的な暴力概念に対置し，構造的暴力の

不在を「積極的平和」，戦争の不在を「消極的平和」と呼んで，これらの概

念を平和学の基本的要素としたのである。韓国の詩人・金芝河は「平和は

パンである」と詠んだが，ガルトゥングの平和学と通底している。戦争の

不在，すなわち戦争がないことは人類共通の切実な課題である。わけても，

核兵器をはじめとする大量破壊兵器による戦争は絶対に回避しなければな

らない。しかし，同時に，途上国の多くでは「戦争もないが平和もない」

状況が支配的であることを認識する必要がある。

　現在でも，冷戦の崩壊で社会主義国家という競争相手のいなくなった欧

米や日本のような資本主義的先進工業諸国では，リストラ，賃金カット，

医療費の自己負担増，消費税のアップ，年金の縮減など，生活者に犠牲を

強い，福祉が後退するという状況が続いており，民衆は裸の構造的暴力に

見舞われている。社会主義国家の将来に期待が持たれていた頃のように，

資本主義が社会主義・共産主義の理念を先取りする必要はなくなり，「グ

ローバリゼーション」の名のもとに剥き出しの資本の論理が罷り通る時代

になった。

　もちろん，平和，人権，福祉，自由，平等など，人類がこれまで真剣に

追究し，部分的にではあっても達成した確かな遺産は，本来ならば，さら

にその内容を豊かにし，全人類の共有財産としてグローバルに広めるだけ

でなく，将来の世代へと継承しなければならない性質のものである。どん
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なに紆余曲折があっても，それが歴史の方向であり，巨視的に見るならば，

歴史はそのような方向へ進んでいるのであって，人類史の未来に悲観する

必要はなく，それは平和学が目指す方向でもある。そのような未来創造こ

そ，平和学に課せられた使命であり，平和学の存在理由（��������	
���）で

ある。

　しかしながら，「新・米国の世紀プロジェクト」（��������	
��	���	��	

��������	
������）が明らかにしている米国の世界政策は一極となった超

大国がほしいままに世界を支配するという考えによって成り立っている。

イラク戦争では，国連も国際法も，独仏のような同盟国の意見さえ無視し

て，米国は暴走し続けた。曲がりなりにも国際協調を基本としてきた世界

の常識は覆され，あたかも時計の針は百年前に戻ってしまったかのごとく

だった。これまで国連は超大国に睨まれた小国の駆け込み寺のように思わ

れていたけれども，単独行動主義を地で行く米国には，それが通じなかっ

た。イラク戦争でハッキリしたことは，米ブッシュ政権が「一国戦争主義」

集団だということでもあった。

　イラク戦争の終わり近くに北朝鮮が核兵器保有を「ちらつかせた」真の

理由は分からない。しかし，「イラクの二の舞はごめんだ」という思惑が

あったからでないかという推定は否定できないのではないだろうか。一発

でも核兵器を保有していれば，米国も手を出しにくいだろうという考えで

ある。実際，もしサダム・フセイン政権のようにあっけなく潰えてしまう

ならば，北朝鮮の「核兵器を保有している」という宣言は，ある種の抑止

効果を生まなかったとは言えない。いかにも低次元の脅しであり，その実

効性に疑問はあっても，である。「日本も核兵器を保有していたらヒロシ

マ・ナガサキの悲劇はなかっただろう」と論評しながら，自国の核保有を

正当化したパキスタン首脳の言葉を覚えているだろうか。

　ところで，ブッシュ個人のキリスト教原理主義と結託した米ネオコン

（新保守主義）の政策は，生存競争と適者生存を特色とする社会ダーウィニ

ズムの現代版と言ってよく，放置するならば２１世紀初頭の人類社会は弱肉
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強食のアナーキーな社会になる可能性が高い。北朝鮮だけではない。米国

との関係では，ロシアも中国も安心できなくなった。イラン，リビア，エ

ジプト，レバノン等々が核兵器を取得して米国の「国家テロ」に対抗し，

あるいは生物兵器・化学兵器による大都市へのテロ攻撃をしかける可能性

も単なる幻想ではなくなった。

　ひところ，巷では戦争に対する日本の不関与方針を「一国平和主義」だ

として非難したり，自嘲したりして，国際貢献を理由に，自衛隊の海外派

兵に道を開く言説が飛び交ったことがある。憲法の平和主義と国際主義を

主張してきた平和主義者は，「一国平和主義に自己満足しており，血を流す

覚悟がない」と不当に非難された。見事な非難相手のすり替えだった。し

かし，本当の非難相手は日本の大企業であり，彼らこそ途上国の貧困を省

みずに山林を伐採し，魚を捕り尽くし，先進国市場で集中豪雨的に「メイ

ド・イン・ジャパン」製品を売りまくった「一国繁栄主義＝一国平和主義」

の道を驀進していたのだ。憲法の非武装平和主義や国際主義とは対極の暴

挙であり，愚行だった。

　しかし，平和主義者は「一国平和主義」とお門違いの非難を受けても腹

を立てる必要はなかったのかも知れない。ブッシュ政権の「一国戦争主義」

よりは余程ましだからだ。しかし，低劣なテレビ番組で「一国平和主義」

が揶揄され，非難されるならば，ビビッてしまうのが普通の人間である。

私は同僚の一人に「もう一国平和主義の時代ではないですからね」と言わ

れてショックを受けたことを思い出す。しかし，仮に「一国平和主義」と

いう「汚名」に安んじたとしても，日本の平和主義者の中で「日本さえ平

和であれば他国はどうでもいい」などと思った人はいなかったと思う。「一

国平和主義」はエゴイズムとは縁もゆかりもない。

　日本の軍国主義がここまで進んだ現在になって気づいた後知恵だが，「一

国平和主義」を積極的に解釈すればこうなる。まず，日本が徹底した平和

主義政策を採用し，憲法９条を実践する。治安維持に必要な警察と軽武装

の沿岸警備隊以外の武装はしない。他国がどうあろうが，ユニラテラリズ
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ム（一国主義）を貫く。軍事費ゼロに近いから，国の財政は潤い，国民は

豊かになる。日本の軍国主義復活を心配していた近隣諸国も警戒心を解き，

大幅な軍縮に向かう。当然，これらの国々も豊かになる。「一国平和主義」

は，２１世紀のモデルとして日本からアジアへ，そして，世界へと連鎖反応

のように広がる。

　これで困るのは「死の商人」と言われる軍需産業だけであり，軍需産業

と癒着した政治家だけであり，アイゼンハワー米大統領が一番心配した「軍

産複合体」だけである。「ブッシュ政権は軍需産業そのものだ」と言われる

ほど，軍需産業関係者によって重要ポストを占められ，彼ら彼女らによっ

て牛耳られているという。だが，ブッシュ政権の「一国戦争主義」では世

界中が疑心暗鬼となり，どんな小国でも「蜂の一刺しを！」と極秘に核武

装し，大量破壊兵器の開発を目指すことになりそうだ。多くの専門家は中

国が将来の超大国だと予測しているが，もし中国がブッシュ政権と同じ

「一国戦争主義」をやりだしたら，「イラクの二の舞いはごめんだ」と，韓

国や日本も当然核武装へと動き出すだろう。

　冷戦終結直後の１９９０年代，米国でも核兵器不要論が登場し，ヒロシマの

主張と重なり合う時期があった。米国での世論調査では，核兵器がない方

が国は安全だとした回答は８４％に，核兵器廃絶を望む米市民は８７％に達し

た１０）。ロバート・マクナマラ元国防長官やジョージ・Ｌ・バトラー退役将

軍も核兵器廃絶を主張した。しかし，ブッシュ政権登場以来，核兵器をは

じめとする大量破壊兵器への傾斜は強まった。この傾向が世界の破局へ繋

がることが多くの識者によって危惧されている。それだけに，ヒロシマの

責任はますます重くなった。世界がヒロシマの被爆体験を知るならば，世

界の破局を回避する可能性はまだ残っているからである。ここに最大の希

望がある。

―　　―��

１０）　世論調査専門のレーク・ソーシン・スネル社が１９９７年３月２７－３０日に１００６人を
無作為に選んで行った電話での調査による。���������	
���	���������
��������
１７３０���������	
�������������������４０００��������	
������２００３６������
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４）　平和学と擬似平和学

　ところで，本論の冒頭で言及したとおり，現在，私の手元には，「平和

学」ないし「平和研究」という用語を本のタイトルに使用している書物が

４０冊以上ある。日本に平和学・平和研究が紹介されたのが１９６４，６５年頃だ

から，３０数年間の収穫ということになる。これ以外に，日本平和学会の

『平和研究』誌と広島大学の『広島平和科学』，それに長崎平和研究所の

『長崎平和研究』があり，かつては『平和研究・研究』（上智大学）という

刊行物もあり，�������������	�
������という英字誌もあった１１）。もちろん，

平和学や平和研究という用語を使ってはいないが内容的には注１で示した

書物以上に「平和学的」な内容の書物も数多くある。

　ただ，私個人は「平和学」という名称にこだわってきた。「名は体を現

す」と言うごとく，アイデンティティは名前から始まる。平和学の場合は

どうか。私が平和学・平和研究の存在を知ったのは１９７０年頃のことだった。

日本では，石田雄，川田侃，坂本義和，関寛治，武者小路公秀などの先達

が平和学・平和研究の推進者たちだった。彼らが日本における平和学・平

和研究の第１世代だとすれば，おそらく私は第２世代に属するのだろうし，

現在，３０～５０代の平和研究者は第３世代に属するのだろう。

　私は日本平和学会内にある「平和学の方法と実践」という分科会（以前

は「平和学の方法コミッション」だった）の責任者を続けてきているが，

毎回盛会で少ない時でも２０人，多いときには５０人もの会員が集ってきてい

る。正直言って，私は嬉しい反面，大変なプロジェクトだとも思っている。

ここは平和学のアイデンティティを確立するためのいわば道場であり，会

員は「平和学の方法と実践」の具体例に触れ，そこから何かを積極的に摂

取したいという意図をもって集まってくるのだと思う。だが，平和学の方

法も実践も千差万別であり，いまなお試行錯誤と暗中模索の状態だと言っ

―　　―��

１１）　日本平和研究懇談会（英語名　�������������	�
�����������）の機関誌。�
１９６５年に発足し，１９８５年頃まで続いたが，日本平和学会へ発展的に解消された。
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ていい。

　とはいえ，この分科会の常連は，平和学には国際政治学や国際関係論な

どとは一味も二味も違った，そして従来の学問とは異質の何かがあること

におぼろげながら気づき始めているようだ。その相貌と輪郭がどのような

ものであるかを伝えるには時期尚早だと言わねばならない。いや，実は，

この分科会にそのような能力と責任があるかどうかもハッキリしていない。

比較的ハッキリしているのは，注１に挙げた書物の中には優れた作品もあ

るが，その大半は，平和学のアイデンティティという面から見るならば，

試作だということであり，「名は体を現す」ところまでは行っていない。

道路はいきなりできるものではない。誰かが歩き始め，「道のようなもの」

が立ち現れ，やがてそれがれっきとした道となり，道路として完成する。

　私は３０年ほど前に歩き始めたことだけは誇りに思っている。やや大袈裟

な言い方だが，誰かが歩き始めなければならない「運命」を背負っていた

のだと思う。だが，見渡すところ「道のようなもの」ができただけである。

他人のことは余り言えないが，私個人に関して言うならば，平和学への情

熱のみが先走りして，私が書いた書物や論文は，外国で発表したものも含

め，そのほとんどが試作の域を出ていない。それらが学位授与や学内での

昇格の根拠となったことは過分な評価だったのではないかという気さえす

る。「本を書くことは恥をかくことだ」というが，私のうちには内心忸怩

たるものがある。高校時代の学友に宇佐美寛君という早熟で聡明な生徒が

いて（後年千葉大教育学部長），“��������	�
����
�����”というラテン語の

俚諺を教えてくれたが，彼はこれに「命短く，道は果てなし」という訳を

当てていた。古希を越した今，半世紀以上前に宇佐美少年に教えてもらっ

た俚諺が耳に痛い。

　最近，新進気鋭の平和研究者が目に付くようになった。一頃，若手研究

者の体制順応化が目立ち，「平和学よ，いずこへ？」と案じられたが，新し

い視点から憲法９条の重要性を正々堂々と主張し，非暴力主義による世界
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秩序の構築を世に問う若い研究者が再び台頭しつつある１２）。唯一の原爆被

爆国の平和学が西洋の国際政治学や国際関係論まがいの研究ならば，なに

も「平和学」などと呼ぶ必要はない。正直に「国際政治学」「国際関係論」

と言ってもらいたい。国際政治学や国際関係論でも平和問題を研究し，教

えることはできるからである。私はそのような国際政治学や国際関係論か

らも多くを学んできた。しかし，「羊頭狗肉」は避けるべきである。「平和

学」を標榜する以上は，譲歩できない価値観に立脚した研究でなければな

らないと私は思う。特に，「軍事力による安全保障」を研究し，教育してい

る研究者の所論を「平和学」に分類することはいかがなものかと思う。

　自衛官募集のポスターに「平和を愛する人がほしい」というのがある。

岡山県日本原自衛隊津山支部のキャッチコピーだ。朝日新聞社が出してい

るシリーズの『アエラムック　平和学がわかる』という本には防衛大学校

の教官が平和学への入門的な論文を書いている１３）。編集者は私の持論に対

して「バランス論」を展開し，この教官の所論も同書に含めた。防衛大は，

自衛隊同様，憲法第９条の絶対平和主義には馴染まない。したがって，そ

うした機関で研究し，教鞭を取っている研究者が，「平和的手段による平

和」の構築にエネルギーを注ぐことは考えられない。

　このような現象は，素朴な人びとの目にはどう映るだろうか。「自衛隊

は平和を追求する集団だったのか」，「防衛大学校の教授も平和学を教えて

いるのか」と思うに違いない。「平和学がわかる」よりは「平和学がわか

らなくなる」のではなかろうか。１９７０年代初期，西ドイツで平和学・平和

研究がブームだった頃，帯封に「平和研究」（���������	��
���）と銘打っ

た書物が氾濫したことがあったが，実態はありふれた政治学の本だったり，

単なる国際関係論の本だったりで，「羊頭を掲げて狗肉を売る」の感を強く

―　　―��

１２）　私は君島東彦，木村朗，土佐弘之，川崎哲，竹峰誠一郎などの若い日本平和学
会会員と接触することが多いが，彼らの平和主義へのコミットメントには魂を揺
すぶられる。彼らと価値観を共有する若手研究者は他にもきっといるに相違ない。

１３）　朝日新聞社刊『アエラムック　平和学がわかる』２００２年。
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したことがあった。

　平和を「戦争がないこと」と単純に考えるならば，「平和を愛する人がほ

しい」という自衛官募集のポスターも，防衛大学校の教官が「平和学」の

入門的な論文を執筆するのも，何ら不思議ではないのかも知れない。自衛

隊が自覚的に他国への侵略を計画したり，防衛大学校の教授がいたずらに

戦争を煽っているとは思いたくないからである。自衛官もできれば戦場に

派兵されることは避けたいだろうし，防衛大教授も教え子に死傷者がでる

ことは望んでいないだろう。

　ただ，自衛隊が軍隊の別名であることは誰にも明らかだし，一般に，軍

隊は攻めてくる敵と戦い，戦争に勝つために相手国の軍事基地を先制攻撃

することもある。最近でも，米国は「イラクには大量破壊兵器がある」と

いう不確かな情報に基づいて先制攻撃をし，フセイン政権を崩壊させてし

まった。要するに，軍隊は武力によって国際紛争を解決しようとする武装

集団であり，自衛隊も例外ではない。防衛大学校についても同じことが言

える。

　このような「武力による国家安全保障論」として位置づけられ思想は，

国家の誕生と同時に生まれたものと考えられ，軍隊の制度化によって担保

されてきた。戦争が間近くなってからにわかに軍隊を編成したり，密かに

侵略を企んだりした時代が長く続いたが，ナポレオンの頃から国家は常備

軍を保有するようになり，今日では常備軍の有無が国家のアイデンティティ

とさえ考えられるようになっている。経済大国となった日本が自衛隊制度

では物足りず，憲法を修正して軍隊制度にすることを悲願としている理由

もそこにあるのだろう。

　しかし，「武力による国家安全保障論」まで平和学に含める必要性につい

ては慎重な判断があって然るべきではないだろうか。現に，日本平和学会

が創設された際に，その会則第４条には「本会の研究成果が戦争目的に利

用されるおそれのある機関あるいは団体に属するものは原則として入会で

きない」と明記されており，条文は多くの議論を呼びながらも，今日まで
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遵守されている。この事実は，日本における平和学の特徴と輪郭を示すも

のとして注目される。

　上述した「武力による国家安全保障論」に依拠した平和の考え方に対し

て，平和学誕生の初期からその基底をなしてきたのは「平和的手段による

平和」（���������������	
�����）（ヨハン・ガルトゥング）あるいは「非暴

力的手段による平和の創造」という思想だった。この思想は武力による法と

秩序の確立に対する歴史的かつ理論的反省から生まれたものであり，従来

の国際政治学や国際関係論では決して主流とはなり得なかった思想である。

　世界観は政治思想史に顕著に現れるが，平和学の視点から整理するなら

ば，�マキャヴェリ的・ホッブズ的世界観（権謀術数と強権主義），�カン

ト的・グロティウス的世界観（国際法・国連中心），および�ガンディ的・

マーティン・ルーサー・キング的世界観（非暴力主義）の３つに分けるこ

とができる。「武力による国家安全保障論」は�と�の，本来の平和学は�

と�の世界観を共有するものと考えることができよう。したがって，�と

いう共通項はあるものの，「武力による国家安全保障論」と本来の平和学と

は世界観を異にする。

　国際政治学や国際関係論においては，以上の３つの世界観は等価値を有

するものとして扱われ得るかもしれないが，本来の平和学においては違う。

本来の平和学においては，�の要素を含まない限り「平和学」とはみなさ

れない。そうでないならば，国際政治学や国際関係論とはオリエンテーショ

ンを異にする新たなジャンルとしての「平和学」を提唱する必要はなかっ

たし，「平和学」のアイデンティティを主張することもできない。

　「武力による国家安全保障論」を本来の平和学と相容れない思想・政策と

考える理由は，それが国家間の際限のない軍拡競争に走る可能性が高く，

核兵器のような残虐な非人道的兵器の開発・保有・拡散・使用に結び付く

可能性があるからであり，歴史が証明しているように，次々と戦争とテロ

リズムを生み出し，およそ平和で安定した国際社会秩序の建設とは逆方向

の世界を生み出してきたからである。

―　　―�� ���（���）
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　現に，いわゆる「９・１１」以来，「武力による国家安全保障論」に基づく

「対テロ・戦争」によってアフガニスタンのタリバン政権とイラクのサダ

ム・フセイン政権を崩壊させた米国は，平和学が目指しているような世界

とはおよそ対極をなすと思われるような暴力の頻発する世界を生み出すこ

とに加担してしまった。ブッシュ政権は明らかに「９・１１」の適切な事後

処理を誤ったと言わなければならない。

　そもそも「９・１１」が発生した理由は，『世界がもし１００人の村だった

ら』１４）が明々白々に描いているように，余りにも常軌を逸した世界の富の

偏在にあった。さらに言うならば，この正当化できない富の偏在をどれほ

ど赤裸々な暴力（武力）によって守っているか，しがみついているかとい

う先進工業国の醜い，独善的な政策だった。世界の圧倒的多数者である貧

しい人びとの不満を軍事力だけで封じ込めることはできない。世界貿易セ

ンタービルの崩壊する様を見て，「ざまあ見ろ」と思ったのは中国人だけで

はなかったに相違ない１５）。

　そもそも「武力による安全保障論」を地で行くブッシュ政権は薄氷のよ

うな支持基盤の上に築かれたものだった。実弟が知事のフロリダ州におけ

る数百票の票差，最終的な勝敗の決着は父が選んだ最高裁判事の結論，後

になって判明した「票自体は実はゴア候補のほうが多かった」という発表

などは「政権の正統性」にさえ疑問の目を注がせる根拠となった。それだ

けに，慎重さが予想されたが，発足直後のブッシュ政権は，予想に反して，

赤裸々な単独行動主義だった。京都議定書からの離脱，����条約破棄，対

北朝鮮政策，対パレスティナ政策などにそれは現れていた。だから，「９・

１１」に対する私の反応は「それ見たことか」だった。そして，ブッシュ政

権が「出鼻をくじかれ」，低姿勢な政策に転換することを期待した。だが，

実際は逆だった。ブッシュ政権は，ますます単独行動主義的・軍事優先的

―　　―��

１４）　池田香代子再話・�・ダグラス・ラミス対訳『世界がもし１００人の村だったら』，
マガジンハウス，２００１年。

１５）　朝日新聞，２００１年１０月５日。
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姿勢を強化し，米国民の愛国主義をおよそ最大限に利用した。「水は低きに

つく」。「��������������」の連呼，星条旗の氾濫―「良質的な愛国主義」

とはとても言えない―「低劣な，裸の愛国主義」が，あっという間に米社

会を支配し始めた。ブッシュ政権の支持基盤も急速に広がった。イスラム

系外国人の拘束も，米市民の自由や権利制限も，税関での取り調べ強化も，

国連無視も，「武力による安全保障論」も，ブッシュ政権の政策はそのすべ

てが「低劣な，裸の愛国主義」ゆえに支持されることになった。

　「武力による国家安全保障論」が，部分的にはマキャヴェリの政治手法に

依拠していることは明らかだが，１６世紀以来の西洋植民地主義，２０世紀の

数々の戦争も，同じような思想に依拠していた。本来の平和学がそのよう

な思想の行き着いた終着点としての米ソ核軍拡競争と核抑止論に基づく「恐

怖の均衡」（���������	�
�����）に直面して，名乗りを上げたことはそれなり

に重要な意味があった。ここで使われている「恐怖」の英語は「テロ」

（������）である。日本語では「テロリズム」と�����������という語をあて

たほうが分かりやすいかも知れない。フランス語の���������も英語とまっ

たく同じだ。いや，フランス語の���������こそ「テロ」の語源であり，���

��������と大文字で書くフランス語はフランス革命に端を発する「恐怖政

治」「テロ政治」（１７９３－９４年）の原型なのである。古い日本語の「テロル」

も単なる表記上の違いに過ぎない。

　昔，戦争は「戦場」でしか行なわれなかった。だが，現代の戦争に「戦

場」と「非戦場」の区別はない。アジア・太平洋戦争中，日本では「戦場」

に対して「銃後」という言葉を使っていた。だが，戦争末期には「銃後」

は米軍の徹底的な空襲―「空からのテロ」―で焦土と化した。空襲が「テ

ロ」であることは明白だ。「一人を殺せば殺人，千人を殺せば英雄」という

言い方があるようだが，小グループによる高層ビルの破壊はテロという犯

罪で，国家による都市の破壊は「戦争中の出来事」として正当化される詭

弁と似ている。

　一般に，テロと戦争の違いは前者の対象が無防備な市民であるのに対し，

―　　―�� ���（���）
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後者は軍隊同士の武力衝突だとされてきた。だが，現代戦はすべてテロに

なってしまった。死傷者の８割～９割が一般市民，兵士のそれが僅か２割

～１割に過ぎないからである。ミサイルや爆弾で家や財産や家畜が焼かれ，

年配者，女性，子どもが逃げ惑い，手足を失い，殺される戦争―この巨大

で凶悪な暴力がテロでなくて何であろうか。憲法第９条は暴力テロと化し

た戦争を否認する。ニューヨークで発生したようなテロだけが凶悪なので

はない。犠牲者の大半が民衆である現代戦は例外なく凶悪テロである。

　深夜，爆弾の雨が降り注ぐ空襲より怖いテロはない。第一次世界大戦が

生んだ都市空襲への反省から，１９３９年，�・�・ルーズベルト米大統領は

「絶対に避けるべき戦略だ」と諸国に訴えた１６）。しかし，日独が空襲を始め

ると，彼も前言を撤回し，東京，横浜，大阪，名古屋など，６０以上の諸都

市を爆撃した。無数の年配者，女性，子どもなど一般市民が死んだ。そし

て，ヒロシマ・ナガサキへの原爆投下という「究極のテロ」は真珠湾攻撃

への報復だとされた。「悪魔と闘う者は，自らが悪魔とならぬよう心せよ」

とはニーチェの警告だが，そうした慎重さはなかった。

　米国本土は南北戦争以外，戦乱から無縁だった。だから，米国民は空襲

という「空からのテロ」を経験したことがない。それが米国におけるユニー

クな「戦争文化」の土壌ともなっている。第二次世界大戦後も，米国は朝

鮮戦争，ベトナム戦争，湾岸戦争等々，大小さまざまな戦争をしてきたが，

米国人にとって戦争は米本土以外の遠くで起きる出来事に過ぎなかった。

それだけに，「９・１１」のテロ事件は米市民にとってはいわば戦争の初体験

のような意味を持っていた。しかも世界最強といわれる経済と軍事力の中

枢が破壊されたのである。戦争とは無縁な大陸という安堵感の喪失は大き

かった。２００１年９月１１日は米市民にとって戦争認識の歴史的分水嶺となっ

たのかも知れない。

　戦争はテロだが，原爆投下は人間が考え付いたテロの中でも史上最大か

―　　―��
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つ究極の凶悪テロだった。壊滅したのは２つの高層ビルではなく，　２つの都

市だった。しかも，放射能禍は６０年後の今も続いている。数千でも数万で

もなく，数十万人が死に，行方不明になった。６０年後の今でも，行方不明

者は万余にのぼる。原爆投下がテレビで生中継されていたならば，「人々は，

絶対にやってはならないこと
・・・・・・・・・・・・・

を，そこに見たであろう。被爆者は，言葉の

凝縮を重ねてそれを『絶対悪』と呼んだ」１７）。米国人のドワイト・マクドナ

ルドも，すでに１９４５年９月，「原爆投下＝アウシュヴィツだ」と並べて，米

国のジェノサイド戦略を批判した１８）。

　核戦略という究極の凶悪テロ構想によって維持される「核による平和」

（��������	����）はまやかしの平和でしかない。兵器見本市が世界各地で白

昼公然と開かれ，兵器売買は野放し状態である。米国，ロシア，英国，フ

ランス，中国という国連安保理常任理事国が世界中に兵器をバラまく「死

の商人」とは呆れる。戦争を含むテロ行動を根絶できない道理である。タ

リバンやオサマ・ビンラディンだけを血祭りに挙げても，サダム・フセイ

ンを拘束しても，根本的な解決にはほど遠い。２００５年初頭のイラクがそれ

を証明している。米国は兵器輸出をやめ，核兵器廃絶と戦争非合法化の方

向にこそテロ撲滅の糸口を探求し，ミサイル防衛などという宇宙の軍事化

を意味する����まがいの「スターウォーズ」計画を即刻やめるべきである。

　テロの非人道性は許せない。しかし，戦争の非人道性も許せない。まし

て，非人道性の極である核兵器による威嚇や核兵器の使用は論外であり，

絶対に許せない。

　憲法９条の戦争放棄と非武装主義を忠実に実践すること以外に，テロや

戦争をなくし，核兵器を廃絶する方法はない。「急がば回れ」。テロの温床

である途上国の貧困，難民，飢餓，累積債務などの解消こそ日本が率先し

て取り組むべき人道的課題である。

　「９・１１」の同時多発テロ事件以来，米国には亡霊がさ迷っている。ネ

―　　―��

１７）　梅林宏道『核兵器・核実験モニター』１４８号，傍点は岡本。
１８）　���������	
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オ・マッカーシズムという亡霊である。米国民は，寛容さを失い，「米国の

味方でない者はテロリストの味方」（��������	
����������
��	�������������

�����）というブッシュ大統領の単純な二分法で洗脳されてしまった。今回

の戦争に反対の意思表明をしたため，人間関係が悪くなったり，職場から

追放されたりした人もいる。半世紀前のマッカーシズム旋風を想起せざる

を得ない。当時も多くの傑出した良心的米国人が職を失い，自殺に追い込

まれ，反共十字軍の犠牲になった。

　大学や研究機関でも政府に批判的な言動を許さない動きが強まっており，

リベラルで名高いニューヨーク市立大学（����）でさえ，言論の自由を封

殺しようとする当局の時代錯誤的風潮が高まった。事件直後に訪米した武

者小路公秀・元国連大学副学長も「同時多発テロ事件以来，米国では一切

の批判を許さない国民精神総動員体制がみごとに敷かれてしまっている」

と慨嘆した１９）。

　２００２年１１月８日にアトランタ市で行なったブッシュ大統領の演説をテレ

ビの生中継で視聴したが，語り手のブッシュ大統領も，センテンス毎に起

立して拍手する熱狂的聴衆も，まるで「エーリアン」だった。その異様な

光景はかつてイランで起きたイスラム原理主義革命時に群集が一斉に拳を

挙げて米国を弾劾するテレビ画面と重なった。私はゴールディングの『蝿

の王』という小説を思い出した。無垢な少年たちが遭難し，孤島での極限

的集団生活をつづけてゆくうちに，歯止めが利かなくなり，集団心理的に

暴走し，他の少年を殺害してしまうあの熱狂である。

　日本でも言論の自由を弾圧する動きが強まらないという保証はない。テ

ロ根絶に反対する者はいない。テロが日常化するならば，文明は崩壊する。

社会はさまざまな約束事で成立している。法律，倫理，伝統，慣習，思い

やりなどなど，人類が何千年も何万年もかけて孜々営々と築いてきた歴史

的遺産がある。法律や刑罰で律することができるのはそのほんの一部にす

―　　―��

１９）　『軍縮問題資料』，２００１年１２月号。
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ぎない。法律や刑罰は万能ではない。まして，命知らずの自爆型テロリス

トの攻撃に対処する即効性のある手立てはない。ハーヴァード大学刑法学

教授のヤン・シュライバーが言っているように，「テロは究極の兵器」であ

る２０）。テロを対症療法的に根絶することはできない。テロ根絶にはテロの

温床を除去しなければならない。テロの温床とは，貧困，不平等，飢餓，

疾病，失業，民族・人種差別，経済制裁，弾圧等々，である。

　もし，「やられたら，やり返す」式の暴力の連鎖が繰り返されるならば，

文明は崩壊する。米国は今回の戦争に勝ち，オサマ・ビンラディンを抹殺

することはできるかも知れない。しかし，世界には，第２，第３の「オサ

マ・ビンラディン」がいる。彼らの次の標的はゴールデンゲートブリッジ

かも知れず，ホワイトハウスかも知れない。米国と手を組んで「途上国い

じめをしている」英国や日本など，他の先進工業国が狙われるかも知れな

い。ところで，忘れてならないのは，オサマ・ビンラディンを育てたのは

米国の諜報機関　���　だったということである。冷戦時代，彼は米国にとっ

て頼もしい「ソ連と闘う自由の戦士」だった。「米国にとって頼もしい」と

いう点では，サダム・フセインもそうだった。イランのイスラム原理主義

に手を焼いていた１９８０年代の米国は，「世俗国家」と言ってもよいイラクに

肩入れをし，フセインの軍備拡大に手を貸した。フセインが「残虐非道な

独裁者」として宣伝されるようになったのは，米国がフセインを必要とし

ない国際関係が生まれたからだった。

　ブッシュ政権が君臨するようになってから特に顕著になったに過ぎない

が，米国の単独行動主義の行き過ぎは目に余る。ダーバン国際人権会議か

らの引き上げ，環境に関する京都議定書からの離脱，包括的核実験禁止条

約（����）の批准否決，国連分担金未払い（国連脱退もありえた），ミサ

イル防衛計画の強化，ソ連との間に交わした�����条約破棄，核兵器の違法

性に関する国際司法裁判所（���）の勧告的意見無視，「国連の女性差別撤廃

―　　―��
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条約」への疑義（ヘリテジ財団報告書）等々，国際的な取り決めを無視・

軽視した勝手放題が余りにも多い。イラク戦争では国連さえ無視し，それ

を国際法違反と非難した国連アナン事務総長は，米国の圧力で職を追われ

かねない兆候さえ出てきている。「唯一の超大国」を丸出しにする米国の

尊大さを苦々しく思っている人は多い。

　同時多発テロ事件の１週間前，米国防総省が「炭疽菌など生物兵器に使

用される細菌の培養に踏み切る方針を明らかにした」という記事を見て私

は驚いた（沖縄タイムズ夕刊，２００１年９月５日）。生物兵器は条約によって

禁止されているはずだからだ。炭疽菌などの細菌兵器を研究・開発し，生

産しているのはテロリスト集団だけではなく，米国防総省のような国家機

関だということに注目したい。

　核兵器，生物兵器，化学兵器は大量破壊兵器といわれるが，これらも国

家機関が研究・開発し，生産している。テロリスト集団が独自に開発して

いる可能性もあるが，裏取引ほか不正な手段で入手している可能性の方が

高い。ロシアの国防大臣だったレベジは，「ソ連が生産した１３２個のスーツ

ケース型ミニ核兵器の所在が分かっているのは４８個のみ。残りは盗まれた

のか，売られたのか，どこかに管理されているのか，不明だ」と言ってい

る２１）。核兵器がテロリスト集団に流れた可能性を否定できない理由である。

　思えば，「文明の崩壊」が始まったのはアウシュヴィツにおいてであ

り，ヒロシマ・ナガサキにおいてだった。ドイツの哲学者テロドーア・ア

ドルノは「アウシュヴィツ以後の詩作」を疑問視し２２），ヒロシマの廃墟に

たったフランス人ジャーナリストのロベール・ギランは「西洋が恥ずかし

い，科学技術が恥ずかしい，人類が恥ずかしい」２３）と慨嘆した。核兵器に

よって守られていると錯覚している世界に未来はない。究極のテロリスト

―　　―��
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である核兵器国を放置しておいて，他のテロリスト集団を問題にしている

のは本末転倒と言わなければならない。

　平和学と擬似平和学の相違はここでのべたような問題への対応の中にも

明瞭に現れるだろう。要は，どこに「平和学の目」を置くかだ。そのため

の選択基準は平和学・平和研究が誕生した経緯とその後の展開に着目すれ

ば一目瞭然である。すなわち，「平和的手段による平和の創出」と「周縁化

された人びととの連帯」にほかならない。政治権力は武装する。それゆえ，

権力側に「平和学の目」を求めることはできない。私は晩年になって日本

学術会議会員（国家公務員特別職）となり，そのような制約の中で平和学・

平和研究の促進に心血を注いでいる。日本学術会議の中にいて「平和学の

目」を貫き通せるか否か，それが現在の私の最大の課題である。

５）　日本学術会議と国際平和研究学会（����）

　日本平和学会が誕生したのは，日本学術会議第６３回総会（１９７３年４月）

において平和問題研究連絡委員会（平和研連）の設置が承認され，新たに

発足した同じ年の９月のことだった。私が日本平和学会の理事に初めて選

出されたのは１９７５年のことで，それ以来，切れ目なく同学会の理事を務め

てきているが，日本学術会議会員に任命されたのは２００３年になってからの

ことである。この期間に，私は３期９年間，断続的にではあるが，平和研

連の委員を委嘱されている。同委員を３期以上続けることは禁止されてい

るが，現在は日本学術会議会員として同委員会委員長をしている。日本学

術会議では，会員（２１０人）と１７８（第１９期）を数える各種研究連絡委員会

委員（２，３７０人，２００５年現在）とは峻別されており，私の場合，問題は生じ

ない。

　日本学術会議は２００５年１０月から新しい組織として生まれ変わるので，こ

こで取り上げているのはあくまでも現行制度上の日本学術会議についてだ

が，日本学術会議は一般の研究者にとっても馴染みが薄いという評価があ

り，そういう意味でも新組織誕生への期待は小さくない。日本学術会議は

―　　―�� ���（���）
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公式には以下のように説明されている。

　日本学術会議は，我が国の人文・社会科学，自然科学全分野の科学者の意見を

まとめ，国内外に対して発信する日本の代表機関です。科学が文化国家の基礎

であるという確信のもとに，科学の向上発達を図り，行政，産業及び国民生活

に科学を反映，浸透させることを目的として，昭和２４年（１９４９年）１月に内閣総

理大臣の所轄の下に「特別の機関」として設置され，中央省庁再編に伴い，総

務省に置かれることとなりました。日本学術会議は，全国約７３万人の科学者の

代表として選出された２１０人の会員により組織されています。（日本学術会議ウェ

ブサイトより。２００４年１２月１４日������������	
����������	
����������������	）

　これら２１０人の会員は，各学会・協会から推薦された候補者の中から選出

され，内閣総理大臣によって直接任命されるのだが，国家公務員特別職と

いう身分を与えられ，上掲の説明にあるような責任と義務が課せられてい

る。日本学術会議発足当初は「学者の国会」などと呼ばれ，時代的な特殊

事情もあったと推定されるが，現在の日本学術会議と比べると，格段に高

い権威のオーラを放つ有名人たちであり，本人たちもそれを自覚し，特権

を維持しようと努力していたような印象がある。

　日本学術会議発行の国外調査資料『�����活動要覧』（冊子，１９７７年）と

対外報告『「平和学」の研究推進の提言』（２００２年）の作成は，私が直接関

りを持ったプロジェクトだったが，前者は『平和研究』第３巻（１９７８年）

に「資料・国際平和研究学会（����）」として収録されており，後者は英訳

も作られ，日本学術会議のウェブサイトで「第１８期対外報告」として公開

されている（本稿付録参照）。両方とも平和研連の委員が入念に検討し，完

成したものだが，最初のドラフト作成には私も深く関わった。

　日本学術会議が「人文・社会科学，自然科学全分野の科学者の意見をま

とめ，国内外に対して発信する日本の代表機関」であるということは，平

和学にとっては無視できない重要性を持っている。言うまでもなく，意味

のある有効な「発信」をするためには，諸外国における諸科学全分野につ

いての周到な「受信」と深い知見なしには不可能であるから，『�����活動

―　　―�����（���）



岡本：平和学―過去・現在・未来

要覧』のような平和学・平和研究の国際的広がりを把握し，日本の学界の

共有財産とする文書の作成は，特に揺籃期の平和学にとっては極めて重要

な展開だった。

　国際平和研究学会（������������	
�����
�������
���������������	）が

ロンドンで生まれたのは１９６４年のことだったが，１９６５年にその設立総会が

オランダのフロニンヘン（グロニンゲン）大学で開かれて以来，２年ごと

に世界各地で開催される������総会で日本の平和研究者が������理事に選ば

れなかったことはなく，この慣例は今日までつづいている。また，平和研

連は研連委員を毎回のように������総会に代表派遣し，平和学・平和研究の

グローバルな展開に注意を払ってきている。�����のトップは国連のトップ

と同じく�����������	�
�����と呼ばれるので，当初は「事務総長」と訳して

いたが，坂本義和東京大学法学部教授（当時）が就任して間もなく「事務

局長」と訳されるようになった。

　待望された日本での����総会が開かれたのは１９９２年７月のことで，会場

には京都国際会議場と立命館大学が選ばれ，この第１４回������総会には４０数

カ国から約５００人の平和研究者が集まった。�����の日本招致は，故関寛治

立命館大学教授（関教授は東大教授だった時代に，日本平和学会初代会長

を務め，平和研連でも重要な役割を担っていた），�����事務局長の故ポー

ル・スモーカー米アンティオク大学教授（当時，立命館大学客員教授），日

本平和学会会長の私の３者による協議と各方面への打診がたびたび行なわ

れ，�����総会での決定をみるまで綿密な下準備がなされたのだった。

　２０００年にフィンランドで開催された第１８回������総会で児玉克也三重大学

助教授が事務局長に選出され，それ以来，�����事務局が２期４年間日本に

あったことは，�����と日本学術会議との関係強化にもプラスになった。こ

の間は，児玉�����事務局長が平和研連委員も兼ねた時期とオーバーラップ

しており，両者の関係をさらに緊密なものとするのに貢献した。�����の

歴史４０年のうちで，　２人の日本人平和研究者がそれぞれ２期４年間，　計４期

８年間，事務局長を務めたことは，�����における日本のプレゼンスを際
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立たせ，日本の平和主義をアピールすることにも繋がった。

エピローグ―平和学の将来

　最後に，平和学の将来を展望し，所見を述べて，本稿を閉じることにし

たい。付録の「平和問題研究連絡委員会報告「『平和学』の研究推進の提言

―日本の学術研究者等の自省」が明らかにしているごとく，欧米諸国の大

学には早くから平和学部（学士課程）・平和学研究科（修士課程・博士課

程）が開設されており，高度な研究と教育が行なわれてきているにもかか

わらず，日本の場合には，平和学の組織的・体系的研究も教育も存在しな

い。そのため，２単位か，せいぜい４単位に過ぎない「平和学」講座で平

和学に興味を抱き，また，平和学的知見を生かした職業を選択したいとい

う希望を持つに到った学生が相当数いるにもかかわらず，彼ら彼女らはさ

らなる研究を断念せざるを得ないし，場合によっては将来への希望も放棄

せざるを得ない。もちろん，欧米諸国の大学へ留学して平和学を専攻する

道はあるし，そうしている人も少なくない。現に，英国ブラドフォード大

学平和学部には多くの日本人留学生が留学しており，常時１０～１５％前後の

日本人が在籍しているという。日本の大学に平和学部・平和学研究科がな

いために生じているこのような異常な状況はいつまでも放置しておいてい

いものだろうか。　

　核兵器による人類史上最大の「空からの恐怖」を味わった被爆国であり，

かつ平和憲法のもとにある日本の大学なのであるから，他国にさきがけて

平和学部・平和研究科を創設すべきであり，たとえ世界中のどこの国にな

くても，日本にだけは平和学部・平和学研究科があっても不思議ではない

はずなのだが，実際は逆であり，欧米諸国にはすでに数十年前からそのよ

うな学部や大学院があるにもかかわらず，日本にはないのである。王室の

冠婚葬祭に際して誰を派遣するかについて，諸外国の場合を参考にしなが

ら物事を決める習慣をいかにも主体性のない態度だと感じる国民は少なく

ないが，平和学部・平和研究科に関しては，さらにそれ以下の状況が続い
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ており，外国の例を参考にさえしないのである。

　他方，平和学・平和研究に対する学生の関心は高く，平和学・平和研究

の授業科目はどこの大学でも受講生数が多い。最初は比較的小さな大学に

しか開講されていなかった平和学講座（授業科目）も，次第に立命館大学，

関西学院大学，立教大学，法政大学，中央大学，早稲田大学など都会のメ

ジャー大学にも広がっており，明治学院大学，国際基督教大学，早稲田大

学その他には「平和学研究所」が創設され，２００５年５月には「明治大学軍

縮平和研究所」が創設される計画もあるなど，平和学・平和研究の需要は

確実に増大している。

　平和学・平和研究が増加する現象は，現在の世界における戦争やテロを

はじめとする「直接的暴力」や世界の貧困・飢餓・エイズその他の「構造

的暴力」を大学当局も学生も深刻に捉えているからだと考えることができ

る。平和学・平和研究の「エヴァンジェリスト」を自認してきた私として

は嬉しいが，平和学・平和研究の需要が増える時代は不幸な時代だと言わ

なければならない。それは「戦争と戦争の噂」に人びとが悩み，世界の悲

惨に悲しむ時代だからである。平和学の開講や平和研究所の設立の歴史を

たどってみると，反核運動の高揚，ベトナム反戦運動の世界化，大規模な

途上国の飢餓発生などの節目に際して，その多くが誕生していることが分

かる。平和学・平和研究への関心とその制度化は，人類の運命，社会の危

機，他国の悲惨に対する誠実なアカデミズムの対応として捉えることがで

きるのである。

　２０世紀が「戦争の世紀」だったことに忸怩たる思いを抱きながら，平和

への希望に胸を膨らませつつ迎えた新世紀は，予想を裏切り，再び「戦争

の世紀」になろうとしている。少なくとも，２１世紀初頭の今はそうである。

まるで眠っていた「武力による西部開拓という先住民抹殺の野蛮」が

「９・１１」を契機として眼を覚まし，突如として海中から立ち現れた怪獣の

ように，弱小国の政権に襲い掛かり，元首の首をはねるという乱暴を働い

ている図だ。多くの世界市民は弱肉強食の世界政治が復活し，ネオ植民地
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主義の時代が到来するのではないかと恐れを抱いている。

　米国の単独行動主義はまさに「貧困と暴力の海に浮かぶ楽園」を死守し

ようという構えである。あるいは，有刺鉄線のついたコンクリート塀の内

側には飽食する少数者が，外側には餓死寸前の大多数がいるという構図だ。

「それでいいのだ」とブッシュ大統領は考えているようだが，そのような孤

立主義によっては世界の平和がもたらされることはあり得ない。「寛容の

精神」で互いの相違を認め合い，争点では妥協し，紛争を平和的手段で解

決する以外に人類は生き延びることができないという真実を数百年かけて

学習したのが欧州諸国民であり，それが彼ら彼女らの歴史的遺産でもある。

「欧州連合」という壮大な構想と実験が生まれた経緯を分析するならば，

米国が標榜する「新・米国の世紀プロジェクト」の失敗は眼に見えている。

　「米国は啓蒙主義をバイパスしてしまった」とはガルトゥングの厳しいコ

メントだが，世界一の工業先進国・唯一の軍事的超大国でありながら，ブッ

シュ大統領を選出した主力が「天動説を信じ，進化論を否定し，超自然的

奇跡を信じるキリスト教原理主義」に属する米国人であることは，ガルトゥ

ングの米国理解の正しさを裏づけるものかも知れない。もちろん，米国に

は，同時に，超モダンな社会運動があり，科学技術や学芸の最先端的研究

がひしめき合っているというもう一つの「顔」があるのも周知の通りであ

り，単純化はできない。いまだに米国への移住を希望する若者が多いのも，

米社会の豊かさ，自由度，おおらかさ，斬新性などが魅力だからである。

しかし，悲しいことに，「新・米国の世紀プロジェクト」はそうした米国の

魅力を壊している。

　平和学・平和研究は，米国が「９・１１」以後に走り始めた方向性や弱肉

強食の世界とは対極にある。スウェーデンの故オロフ・パルメ首相が固い

信念としていたように，「相手の安全が保障されなければ，こちらの安全

も保障されない」。「共通の安全保障」（�����������	
��）というパルメが主

張した単純な真理を平和学・平和研究は共有している。「貧困と暴力の海に

浮かぶ楽園」という表象はグロテスクであり，「それでもいいのだ」という
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感性の貧困さ，想像力の欠如を補うことも平和学・平和研究の大きな役割で

ある。

　常備軍の廃止が永遠平和の必須条件だと説いた哲学者イマヌエル・カン

ト，諸国平等の原則と法の支配に基づく交易を主張した国際法の父フー

ゴー・フロティウス（グロティウス），平和学・平和研究のさきがけとなっ

たオランダのバルト・デ・リヒトや英国の気象学者ルイス・リチャードソ

ン，あるいは米国の政治学者クインシー・ライトや社会学者のシオ・レン

ツ，北米で活躍中の（あるいは活躍した）経済学者のケネス・ボールディ

ング，社会学者エリーズ・ボールディング，数学者で「ゲーム理論」でも

著名なアナトール・ラポポートらの平和学・平和研究に学びつつ，約３０年

間，私は平和学・平和研究の「日本化」とヒロシマ・ナガサキの「世界化」

を志してきたが，その端緒を与えてくれたのは，すでに触れたように，ハ

イデルベルク大学留学中の恩師ゲオルク・ピヒト教授だった。

　日本の近代化は先進文明の模倣から始まった。英国からは政治を，フラ

ンスからは法の精神を，ドイツからは官僚制と軍事を学び，急速な近代化

に成功した。戦後は米国が民主主義の手本となった。敗戦直後に両親と死

別し，まともに進学さえできなかった極貧生活の中で，私は貧乏人を差別

する日本に絶望して救いを海外に求めた。私は，公費留学でも私費留学で

もない「創費留学」を思い付き，渡米した。在米中は皿洗い，バトラー，

庭師，清掃人など，何でもやった。しかし，米国における４年間の「創費

留学」を支えてくれたのは米国人の善意と包容力とチャリティ精神だった。

だから私は米国には恩義を感じている。

　だが，今，私の「恩人」の米国はその軍事的世界戦略に日本を巻き込も

うとしている。これは許せない。集団的自衛権という名の下に「米国の戦

争に日本の自衛隊が参戦する道」を開き，これを一段と強化しようとして

いる。制定時には米国自身が大きな役割を果たした日本国憲法第９条を，

自衛隊の創設，日米安保条約締結，ガイドライン設定などを通してなし崩

しにしてきたのも米政府の対日政策だった。
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修道法学　２７巻　２号

　私個人の勉学を支援してくれた米国は，今や日本の将来をぶち壊し，世

界に災悪をもたらす元凶と化しつつある。���（米本土ミサイル防衛構想）

や����（地域ミサイル防衛構想）といったブッシュ政権の「スターウォー

ズ計画」が新たな核軍拡競争の火種となる可能性もあり，ロ中も欧州諸国

も反対の声をあげている。向米一辺倒の外務省は�����にも�����にも賛

成のようだが，懸念を示す政治家や専門家も多い。

　米国の軍事的世界戦略を支えているインフラストラクチャーのひとつに

米国の巨大兵器産業がある。巨額の軍事予算を国家予算から取得し，世界

最強の兵力維持のために湯水のごとく予算を消費するばかりか，世界中に

高価な新兵器を売りつけ，各国を軍事化することによって顧客を増やし，

莫大な利潤を手にしている。これらの兵器産業が「死の商人」と呼ばれる

のは結果的に戦争を煽っていることになるからである。元将軍だったアイ

ゼンハワー米大統領は，辞任演説の中で「軍産複合体」という言葉を使用

し，軍と癒着した兵器産業が肥大化して米国の政治経済に多大な悪影響を

及ぼす可能性に対して鋭い警告を発した政治家として後世に名を残した。

「軍産複合体」は政界，財界，学界，官界，マスコミその他のあらゆる分野

に触手を延ばし，共産主義の脅威，ソ連の脅威，中国の脅威，「ならず者国

家」の脅威，テロリストの脅威と，脅威を撒き散らして軍事費を膨張させ，

対外的には隣国同士の猜疑心を煽り，戦闘機，ミサイル，戦車，軍艦その

他の兵器を巧みに売りつける２４）。

　核時代以前のモットーは「平和を望むなら戦争に備えよ」だった。「軍産

複合体」にとっては今でもそうである。「軍産複合体」という怪物にとって，

「戦争への備え」と軍拡は成長のための食物あるいは栄養剤であり，それ

によって「軍産複合体」はますます肥大化する。戦争はこの巨体の新陳代

謝の役目を果たしている。「軍産複合体」にとっては，Ａ国やＢ国が海の向

こうから攻めてくるという荒唐無稽な空想を撒き散らす宣伝作業も重要な

―　　―��

２４）　広瀬隆著『アメリカの巨大軍需産業』，集英社新書，２００１年。
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仕事になっている。

　平和学・平和研究は，「死の商人」が売りこむ戦乱に満ちた世界像の対極

にある。この世界像はホッブズが人間の自然状態として描いた世界であり，

そこでは，人間は闘争する動物であり，この世は「万人の万人に対する戦

い」の場であり，「人は人にとってオオカミである」。そして，人生は「孤

独で貧しく不潔で凶暴で短い」（��������	
����	
�����	
������	
���
�����）２５）。

だから，人間は平和に生きてゆくためには，社会契約を必要とし，強大な

権限を持った統治者が国を治めることになるとホッブズは言う。

　しかし，ホッブズが「想定」した人間の自然状態はあくまでもホッブズ

の頭の中にあった「人間の自然状態」でしかない。このような「想定」は

いかようにも創作できるものであり，現にジャン・ジャック・ルソーなど

はホッブズとはまったく逆の「想定」をしている。すなわちルソーが想定

した人間の自然状態は自由と平等と善性に満ちた社会であり，それらを人

間は文明化の過程で喪失してしまったというのである２６）。

　本稿でこれらの世界像を詳細に考察する余裕はないが，日本国民が「平

和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して，われらの安全と生存を保持し

ようと決意した」（憲法前文）ということは，日本人がそのような世界像

のもとに生きてゆく誓約をしたことを意味するのであり，余程のことがな

い限り，否定したり，裏切ることのできないウェートを持った国際的な誓

約なのである。敗戦以来の約半世紀間，日本は現実問題として誓約を変更

しなければならないような脅威に直面したことはなかった。

　日本人が「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して，われらの安全

と生存を保持しようと決意した」ということは，これこそが，第二次世界

大戦と原爆という未曾有の惨禍を体験して到達した国民的合意であり，意

―　　―��

２５）　�トーマス・ホッブズ著・永井道雄・宗片邦義訳『リヴァイアサン』，中央公論
社，１９７９年。

２６）　ジャン・ジャック・ルソー著・本田喜代治・平岡昇訳『人間不平等起源論』，
岩波文庫，１９３３年。

���（���）



修道法学　２７巻　２号

思表明であり，諸国民への国際誓約だということにほかならない。憲法９

条の無軍備・平和主義はこうした誓約を具体化した文言であり，日本国憲

法のバックボーンともいうべき中心性を持っている。

　この憲法を守っている限り日本は安泰だというのが平和学の立場である。

世界にはもはや戦争の起きる可能性がゼロだと言ってもいい地域が斑模様

のように広がっている。米国とカナダ，オーストラリアとニュージーラン

ド，西ヨーロッパ諸国などがそうであり，日本近辺も本来はそうであって

いいはずなのだ。日本が誠実に平和外交を展開し，北東アジアにおける信

頼醸成に全力を尽くして当たるならば，中国，韓国，北朝鮮（朝鮮民主主

義人民共和国）が，そうした日本の政策を支持しないはずはないのである。

中国も，韓国も，北朝鮮も平和と繁栄を望んでいることは目に見えており，

隙さえあれば隣国を侵略しようと考えているなどと想定するのはまさに荒

唐無稽な空想に過ぎない。

　日本は，古くは中国や韓国から，近代になってからは西洋諸国から多く

を学び，模倣によって発展し，特に第二次世界大戦終結以後は，日本国民

の勤勉，優れた技術力，僥倖が重なって世界有数の経済大国となった。こ

のような日本の発展は，少なくとも部分的には平和憲法のお蔭であり，憲

法９条の制約で軽軍備を国是としてきたからだった。憲法９条は「国家百

年の計」以上に「世界百年の計」なのである。もし日本がこの平和路線を

貫くならば，日本は世界が模倣する平和国家として世界をリードすること

ができるだろう。そのために必要なのは，米国の圧力に屈しない強固な国

民的結束であり，これ以上，保守反動の政治を許さないことである。

　残念ながら，米ソ冷戦終結以来，唯一の超大国となった米国は超保守化

し，戦争国家となってしまった。また，世界同時不況は各国の姿勢を内向

きにし，相互不信を醸成し，優勝劣敗的世界観を広げてしまった。このよう

な世界観をただすためには粘り強い教育が必要であり，その役割を果たすの

が平和教育であり，平和学・平和研究なのである。もちろん，平和教育や

平和学・平和研究に即効性があるわけではなく，長年にわたる努力の積み
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重ねが必要である。この崇高な責務は誰かが始め，担わなければならない。

　日本の大学における平和学部・平和学研究科の創設を私は大学在職中に

体験することはできなかったが，「平和学のエヴァンジェリスト」的な役割

の一端を担うことはできたのではないかと秘かに自負している。人生８０年

時代の幸運と無縁でないならば，私に残された責務はまだ終わったわけで

はない。平和憲法改悪の風雲急な昨今だが，ヒロシマ・ナガサキへの原爆

投下という未曾有の世界史的悲劇から誕生した日本国憲法の非武装・非暴

力の絶対平和主義という真理が人類の指針であるという私の信念は変わら

ない。この真理への誠実なアカデミズムの対応である平和学部・平和学研

究科の誕生を夢見ながら結語としたい。
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＜付録漓＞

「平和学」の研究推進の提言
――日本の学術研究者等の自省――

はじめに

�．「平和学」の研究推進と日本学術会議

�．国際平和研究学会および日本平和学会

�．平和学部・平和学研究科開設の意義と目的

�．日本の大学における平和学の現状

�．平和学・平和研究専攻者の進路

おわりに

＊添付資料　平和概念および暴力概念の変遷

　「戦争，飢え，不公正，苦難に満ちた世界における大学の責務は，知

識の創造と伝達を通して生命を育むことにある。私達は，紛争の原因

と解決方法，平和と開発の相互関係，不公正と飢えの根本原因につい

ての共通理解を深める研究と教育プログラムを推進することで一致し

た。大学は，そうすることによって，２１世紀の世界の指導者に相応し

い青年男女をより良く教育する責任を果たすことができるのである。」

（１９８８年９月１５日，大学学長会議タロアール宣言）

は　じ　め　に

　近年，わが国においても，欧米諸国においてと同様，戦争や紛争の諸原因および

平和の諸条件を探求する研究とその成果をもとにした高等教育が平和学（������

�������）ないし平和研究（�������������	）（以下，平和学・平和研究）という名称

によって盛んに行なわれるようになった。高等教育機関における平和学関連科目の

増大は，世界各地における戦争や紛争，途上国の貧困や飢餓状況（構造的暴力）が

容易に消滅しないことに対するアカデミックな対応として理解することができる。

　２００１年，米国で起きたいわゆる同時多発テロ事件以来，一方では，テロ撲滅を目

指す軍事力の整備・強化が米国をはじめ世界各国で見られるようになったが，他方

では，テロ発生の根本原因を科学的に解明し，諸問題の解決を通して真に安定した

国際社会を創造しようとする努力がより一層強化されるようになった。

　また，冷戦終結後，米ロ核戦争の危機は遠のいたけれども，１９９８年に起きたイン

―　　―��

日本学術会議

　平和問題研究連絡委員会報告

　平成１４年１１月２６日
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ドとパキスタンの核実験に見られるように，核兵器をめぐる世界状況はなお流動的

である。米ロの核兵器削減計画も，当初の予想通りには進展せず，米国が打ち出し

たミサイル防衛計画（��）や核戦略体制見直し計画は逆に核軍拡競争の再来とグ

ローバルな核拡散とに繋がる危険を孕んでいる。

さらに，中東においてはイスラエル人とパレスチナ人との間の半世紀におよぶ熾烈

な闘争が繰り広げられており，北アイルランドにおけるプロテスタント教徒とカト

リック教徒との間における擬似宗教紛争も終息する気配はない。北大西洋条約機構

軍による爆撃によって早期解決を目指した旧ユーゴスラビアの治安も完全には回復

されておらず，インドネシアや旧ソ連などでのように民族紛争や独立戦争が起きて

いる地域も多い。

　それのみか，南アジア，アフリカ，中南米諸国では貧困や後進性に加え，エスニ

シティや宗教をめぐる争いが表面化し，安定した平和な社会秩序の創出はきわめて

緊急かつ重要な課題となっている。途上国における極度の貧困・飢餓・疾病・無秩

序・犯罪・人権侵害が，戦争の多発と暴力の日常化を助けていることは言うまでも

ないが，同時に，テロ発生の背景となっていることも多くの専門家によって指摘さ

れている。

　冒頭に引用した「大学学長会議タロアール宣言」でも「戦争，飢え，不公正，苦難

に満ちた世界における大学の責務」として「紛争の原因と解決方法，平和と開発の

相互関係，不公正と飢えの根本原因についての共通理解を深める研究と教育プログ

ラム」の推進が奨励されており，２１世紀の安定した国際秩序の創出にはそうした研

究と教育が不可欠であることが訴えられている。

　このような要請に対して，欧米諸国では，高等教育機関に平和学部・平和学研究

科を設置し，国際的な諸問題の解決に積極的に関与する人材の育成が試みられ，す

でに相当な実績をあげてきている。世界有数の国力を有するわが国が，以上のよう

な要請と国際的趨勢に誠意をもって応えることはきわめて重要であり，わが国にお

いても平和学部・平和学研究科の開設が必要であるといわねばならない。

本報告書は，以上の世界的流れをふまえて，唯一の被爆国であり，かつ「平和憲法」

のもとにある日本の学術研究者等の自省として，平和学部・平和学研究科開設の必

要性を広く日本の学術研究者等に向けて指摘するものである。この問題の重要性を

私たちが自身が真摯に考える契機となることを願っている。

�．「平和学」の研究推進と日本学術会議

　日本学術会議が，１９４９年の創設以来，学問研究と科学の発展が敗戦によって荒廃し

た日本の再建には不可欠であるという認識の下に，その基礎である世界平和と安定

した国際秩序の重要性に着目し，平和推進のプロモーター的存在として活動してき

たことはよく知られている。それゆえ，日本学術会議第６３回総会（１９７３年４月）に
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おいて平和問題研究連絡委員会の設置が承認され，新たに発足したことは，平和問

題への学問的取り組みの必要性を告げる意義深い出来事であった。

　１９７０年代は，国際的にも，国内的にも平和学・平和研究への関心が高まり，その

制度化が進んだ時期であったが，そうした内外の情勢を分析する中から，日本学術

会議第６６回総会においては，「わが国における平和研究の促進について」（勧告，１９７４

年１１月２０日）が採択された。これは，日本学術会議の平和学・平和研究に対する積

極的な姿勢を示すものであり，その基本的姿勢は現在でも変わっていない。

　日本学術会議は，そうした方針を促進するための試みとして，まず，当時，海外

において急速に展開しつつあった平和学・平和研究の制度化に関心を抱き，その中

心的存在として世界的規模で展開していた国際平和研究学会（����）の調査に乗り

出すことになった。その結果，１９７７年には『�����活動要覧』という国外調査資料

（冊子）が刊行され，平和学・平和研究をめぐる国際的な動きの詳細が日本の学界

に初めて紹介されることになった。

　こうした動きは，日本学術会議が，国際平和研究学会という平和研究者集団が学

問の世界において果たし得る責任とその可能性を高く評価し，隔年ごとに開催され

るその総会に，日本学術会議の代表者として，ほとんど毎回，平和問題研究連絡委

員会のメンバーを派遣するようになったことと密接に関連している。それは，平和

学・平和研究の国際的動向を探り，日本の研究機関あるいは高等教育にその成果を

還元する必要があったからであった。

　他方，日本では１９６０年代中葉より平和学・平和研究に焦点を合わせた学会設立の

動きが活発化し，１９６４年には日本平和研究懇談会（�������������	�
�����������）

が発足し，１９７３年にはさらに日本平和学会（���������	
�������
��
���������）が

誕生するに至った。これらの学会と日本学術会議平和問題研究連絡委員会との相互

作用が日本における平和学・平和研究の展開に果たした役割は大きく，１９９２年の�

�����総会を日本学術会議と日本平和学会との共催で京都で開催することに結びつ

いた。

　また，第１５期平和問題研究連絡委員会は，すでに蓄積された平和学・平和研究の

成果に基づいて「平和に関する研究の促進について―平和学の歴史，現状及び課題

―」（１９９４年４月）という対外報告書をまとめることができた。同報告は，やがて，

委員たちの執筆協力を得，平和学・平和研究に関する数本の論文を含む単行本とし

て出版されることになった（斎藤哲夫・関寛治・山下健次編『平和学のすすめ―そ

の歴史・現状及び課題―』，法律文化社，１９９５年）。

�．国際平和研究学会および日本平和学会

　盧　国際平和研究学会（����）

　国際平和研究学会（����）は１９６４年１２月にロンドンのシバ協会（�����
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����������）で，設立が決まり，翌１９６５年７月にオランダのフロニンヘン（グロニ

ンゲン）大学戦争学研究所において第１回総会が開催された。２年毎に開催国を替

えて開かれる������総会はそれら各国の平和学・平和研究を活性化させ，また制度

化の促進にも大きく貢献しつつ，現在に至っている（詳細は日本学術会議・『����　活

動要覧』参照）。

　国連教育科学文化機関（������）も������の設立の意義を高く評価し，総会開催

を財政的に支援するなど，その発展のために助力を惜しまなかった。国際学会に研

究者を派遣する財政的ゆとりを持たない途上国にとって，�����が最初から途上国の

研究者を招待する方針をとったことは異例であり，南北問題の根幹に迫ろうとした�

�����の姿勢は広く注目されたが，こうした斬新な試みもユネスコの財政的支援なし

には不可能であったであろう。

　創設以来の約４０年間に������総会が開催された国々は以下の通りである。オラン

ダ（１９６５年），スウェーデン（６７年），チェコスロバキア（６９年），ユーゴスラビア

（７１年），インド（７３年），フィンランド（７５年），メキシコ（７７年），ドイツ（７９年），

カナダ（８１年），ハンガリー（８３年），英国（８５年），ブラジル（８７年），オランダ（８９

年），日本（９２年），マルタ（９４年），オーストラリア（９６年），南アフリカ（９８年），

フィンランド（００年），以上である。なお，２００２年度の総会はソウル市の慶熈大学校

平和学大学院（��������	�
����
�
	
������������
	���������	
������	�������）で

２００２年７月に開催された。

　こうして������に参加する研究者の数は着実に増加し，今日では，下に列挙した

ような地域学会が������の下部組織として誕生し，北アメリカ，ラテン・アメリカ，

アジア・太平洋地域，ヨーロッパ，アフリカにおいて，それぞれ活発な学会活動を

展開している。

　・北米平和・教育・開発研究連合学会��������	�
���������
������	��	�

���������	
��������	���	����������（������）

　・中南米平和研究学会���������	
���	����	�����������
��	����������	��
�����

（�����）

　・アジア・太平洋平和研究学会����������	����
��
��
�
����������������（�����）

　・欧州平和研究学会��������	�
���������������������	�（�����）

　・アフリカ平和研究学会���������	
��
��
�
����������������（�����）

　さらに，�����や地域学会の活動が刺激となって，米国，カナダ，ドイツ，オラン

ダ，ベルギー，スカンディナビア諸国，日本，韓国，その他の国々には国レベルの

平和学会が誕生し，学会誌の発行，国際的学術交流の促進，平和研究者に対する学

会発表の機会提供，市民向けの啓蒙教育など，幅広い平和学・平和研究分野での活
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動が展開されている。活動の詳細は『国際平和研究ニューズレター』（英文）によっ

て知ることができるし，また，総会で発表されたペーパーの主なものは『プロシー

ディングズ』（���������	
）と称されるモノグラフィとして公刊されている。

　盪　日本平和学会（����）

　日本平和学会（���������	
�������
��
���������）は，１９７３年９月，東京都港区

六本木の国際文化会館で研究大会を兼ねた設立総会で結成された。設立に際しては，

日本平和研究懇談会（�������������	�
�����������）と「国際平和科学協会」

（���������������	���
����
���
�	���）日本支部の協力があったが，両者とも日本平

和学会の発展に伴い数年後にはそれぞれ活動を停止した。

　日本平和学会設立趣意書には設立の狙いが以下のように述べられている。「われ

われは行動科学的かつ計量的な研究方法を十分に使用することはもちろんであるが，

他方，伝統的な歴史的あるいは哲学的方法の長所も捨てることなく育成していきた

い。多様な研究方法を統合して長期的な平和の条件を確立するために役立つ真に科

学的，客観的な戦争と平和とに関する研究を促進，発展させることが本学会設立の

真のねらいである」。

　学会の中心的活動である研究大会は，毎年，春秋２回（６月と１１月），総会を兼ね

て開催されるが，それ以外にも，小規模の研究集会，シンポジウムおよび地方部会

研究会（北海道，関東，中部，関西，中国・四国，九州・沖縄）が学会活動の一環

として開かれ，研究成果の共有，出版計画，学会の拡充，学会員の相互交流と親睦

などのために用いられている。学会員数は，２００２年春現在，７５０人を超えるに至って

いる。

　学会員の研究成果は，原則的には上記研究大会での口頭発表の後，レフェリーの

審査を経て機関誌『平和研究』（年報）に発表される。それ以外にも，学会員の研

究成果は『平和研究叢書』（全６巻），『講座・平和学』（全４巻）（共に早稲田大学

出版部）などに収録されている。また，学会員による平和学・平和研究に関する成

果が多数刊行されている。学会活動についてのニュースは『日本平和学会ニューズ

レター』として，和文のものは年数回，英文のものは年１回，それぞれ刊行されて

いる。

　日本平和学会の主たる任務は，戦争の諸原因と平和の諸条件に関する科学的研究

の促進にほかならないが，それと同時に，平和学における研究成果の教授・伝達な

らびにその組織化，研究者の相互交流と情報交換の機会提供，内外研究機関との人

的・学問的交流，平和学・平和研究の制度化への協力などと多岐にわたる。訪日す

る外国人平和研究者を囲んで開かれるアドホックなシンポジウムなどはその具体例

である。

　日本における以上のような平和学・平和研究のインフラストラクチャーに対する
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国際的評価は高く，１９７９年～１９８３年の４年間は国際平和研究学会（����）の本部が

坂本義和東京大学法学部教授（当時）の研究室におかれ，アジア・太平洋地域諸国

における平和学・平和研究の促進が加速化された。１９８０年には横浜国際会議場を会

場にして「アジア平和研究国際会議」が開催されたが，その際に設立された「アジ

ア平和研究学会」（���������	��
�����	�����	�����）（後に「アジア・太平洋平和研

究学会」������������	�
��
	�
�
���	�����������と改称）はその成果の一つである。

また，すでに触れたように，１９９２年には日本学術会議と日本平和学会との共催によっ

て，第１４回������総会を日本へ招致することに成功し，国立京都国際会館と立命館

大学において総会と研究大会が開催された。世界４０カ国から約５００人が参加した京都

大会は平和学・平和研究の立ち遅れが著しい東アジア地域に一定のインパクトを与

える機会となったばかりでなく，日本の平和学・平和研究の成長を内外に示す好機

となった。

　なお，�����の本部は，２年ごとに開催される総会において選出される事務局長

（＝会長）の所在機関へ移転することになっているが，事務局長は再選されるのが通

例であるため，２期４年間は所在国が同一となる。２０００年と２００２年の総会で三重大学

の児玉克哉氏（日本学術会議平和問題研究連絡委員会委員・日本平和学会理事）が

事務局長に選出されたため，現在は再び日本に本部が置かれている。

�．平和学部・平和学研究科開設の意義と目的

　平和学部・平和学研究科の開設は，上述してきたような要請と国際的趨勢に対す

るアカデミックな応答として構想される。戦争その他の暴力的紛争の諸原因を究明

し，平和の諸条件を追求する平和学・平和研究（「平和」構築・維持のためのさまざ

まな専門的技術を含む）が高等教育の一環として制度化されるならば，そのような

制度のもとで教育され，巣立って行く人びとは，修得した専門的知識を駆使するこ

とによって，平和な２１世紀の建設という尊い使命を担うことができるであろう。

　さて，近代社会の成立は，人類が復仇の慣習から解放され，法による公平な制裁

という法秩序が確立された歴史でもあった。それは，復仇が事態をさらに悪化させ，

国土の荒廃，経済の疲弊，政治的麻痺，環境破壊を引き起こし，多くの死傷者，餓

死者，難民を生み出してきたことへの反省からであった。したがって，テロや戦争

の応酬による争いごとの継続という時代錯誤的な手法は人類の歴史の進歩に対する

野蛮な挑戦として位置づけられるであろう。

　核時代における平和学・平和研究は，「平和を望むなら平和に備えよ」（�������

�����������������）という根本原理のもとに，人類を核による破滅から救い，オル

タナティブな国際社会を創出しようとする試みである。この試みは「平和を望むな

ら戦争に備えよ」（�����������	
���������	）という核時代以前の常識からの大転換

を意味する。その理想は，軍事によらない国際秩序の確立であり，非武装平和を究
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極の目標としている。

　もちろん，世界各地の状況は異なり，最低限の防衛力なしに存続し得ない国々が

あることは否めない。しかし，同時に，すでに世界にはもはや軍備を必要としない

膨大な地域も斑状に広がっていることも事実である。西ヨーロッパ諸国，スカン

ディナビア諸国，米国とカナダ，オーストラリアとニュージーランドなどの間で戦

争が起きる可能性はほとんどない。また，コスタリカのように，半世紀にわたって

軍備を放棄し平和のうちに生きてきている国もある。この斑状の平和な地域のグロー

バル化は平和学・平和研究に課せられた大きな使命である。

　『平和の科学を目指して』（����������	
��	�������	�，１９５５）の著者シオ・レンツ

は，平和の科学がその使命を果たし得るためには「十分な数の研究者」が必要だと

力説したが，平和学部・平和学研究科設置の目的の１つは，「十分な数」の平和学

者・平和研究者を育成することにある。戦争の研究者の数以上に平和の研究者の数

が増えることによってこそ，平和学は初めて軍事学や戦争学の水準を凌駕する成果

をあげることができるであろう。

　戦争と軍備と軍需産業に消耗される幾何級数的コストは，大多数の人類に耐え難

い犠牲を強いている。平和学部・平和学研究科開設のために充当されるであろうコ

ストはそのような犠牲とは無縁であり，その予算規模は比較にならないほど小さい

が，平和学部・平和学研究科が果たし得る戦争予防的効果による利益は計り知れな

い。２０世紀は，第１次世界大戦と第２次世界大戦という未曾有の世界戦争によって

無数の人命が失われ，膨大な富と資源が消耗された１００年間であった。２１世紀が２０世

紀以上の「戦争の世紀」になるか，戦争のない「平和の世紀」になるか，人類はい

ま選択の岐路に立っている。

　戦争ばかりではない。無謀な開発計画あるいは開発の失敗（共に������������	


と呼ばれる），資源や富の不公平な分配，技術や情報の偏在もまた大多数の人類に

耐え難い苦難をもたらしている。一部先進工業国の生活水準と途上国のそれとは拡

大するばかりであり，一方の豊かな消費生活が他方の窮乏と貧困と共存しているこ

との不健全性は，しばしば地域紛争の原因ともなっており，また世界の持続的発展

の大きな障害となっている。

　新たに始まったばかりの２１世紀は，楽観的な見通しよりも，むしろ悲観的な見通

しをせざるを得ないような与件に溢れ，明るい展望を切り開くための条件は乏しい。

米ソ冷戦終結によって垣間見られた束の間の平和な未来像はペルシャ湾岸戦争によっ

て打撃を受け，さらに２００１年９月１１日の米国における同時多発テロ事件とその直後

に起きた報復戦争によってよりいっそう大きな打撃を受けた。

　大国が弱小民族の居住空間を植民地化し，その富をほしいままにした露骨な帝国

主義の時代は終わった。大国も小国も国際法の下に平等な権利を有しており，国連

においても大国の特権は制約されている。大国が小国を一方的に制裁し，屈服させ
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ることはできない。もし，弱肉強食の無法が許されるならば，自暴自棄的な対抗テ

ロの発生は避けられず，文明はついに崩壊してしまうであろう。

　この未来像は悪夢である。しかし，このような悪夢の現実化は避けることができ

る。戦争の規模が小さく，その影響が限定され，武勇が美徳であった時代には，「平

和を望むなら戦争に備えよ」という古諺は人類の知恵だったかも知れない。しかし，

科学技術の進歩によって核兵器をはじめとする大量破壊兵器が登場し，状況は一変

した。戦争が，政治，経済，情報，交通，通信，教育等の国際的相互依存関係に不

可逆的なダメージを与える究極的な破壊の手段に変ってしまったからである。

　それゆえ，戦争への備えが国家や民族の安泰を保障するというのは時代錯誤的固

定観念にすぎない。巨額の軍事費を使って戦争能力を高め，最新鋭の兵器によって

防衛力を向上させることが，すなわち，国家安全保障のためには不可欠だとする言

説には，説得的な根拠はない。むしろ，自由，平等，公正，福祉，繁栄などによっ

て特徴づけられる社会の構築こそ，国民生活のための安全保障の根本であり，かつ

戦争予防的効果をもっていることが理解されねばならない。「平和に備える」とはそ

のための不断の営為を意味する。

　「民主主義国家同士は戦争をしない」というのが，現代国際政治学が到達した有力

な結論である。それは，常備軍の撤廃と共和制（＝民主制）の確立をもって「永遠

平和のため」の条件としたイマヌエル・カントによって考え抜かれた哲学的な知恵

の現代版である。この知恵を具体化し，実現することこそ，永続する国際平和への

捷径であり，平和学・平和研究の狙いなのである。

　もちろん，平和学部・平和学研究科が問題のすべてを解決するわけでもなければ，

紛争解決の即効薬でもないであろう。それは，法学部や医学部が法律上の，あるい

は医学上の諸問題の，すべてを解決しないのと同じである。しかし，法学部や医学

部は，法律や健康の諸問題に従事する専門家を育成し，人類社会に貢献してきた。

同様に，平和学部・平和学研究科は，平和の諸問題に従事する専門家の育成によっ

て，人類社会に大きく貢献すると考えられる。

　平和学部・平和学研究科出身者の進路については，後述するが（�．平和学・平

和研究専攻者の進路），彼らの多くは，国際的な各種事業奉仕団職員，ソーシャル

ワーカー，非政府組織（���）職員，非営利団体（���）職員などの専門職を意識

的に選択するだろうし，国連その他の国際機関において活躍する者，あるいは外交

官その他の国際公務員として生涯をささげる者も出てくるであろう。さらに，���

と�����の役割が増大した現代の国際関係や，ボランティアを必要としている国内

的・国際的な社会関係を考慮に入れるならば，平和的紛争解決の方法を体得した人

びとの活躍する舞台は地球規模で広がっている。

　同時に，たとえ大学で修得した専門を活かすことができるような職業を何らかの

理由で選択しなかった場合でも，平和学部・平和学研究科の出身者は，平和学に基
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礎を置いた知見を駆使して，平和な民主主義社会の建設に寄与する模範的市民とな

ることができるであろう。このような展望は，平和学部・平和学研究科の出身者が，

どのような職業を選択し，どのような人生を送ることになったとしても，人類社会

に貢献し得ることを示唆している。

　以上に述べてきたごとく，平和学部・平和学研究科開設には大きな意義があるに

もかかわらず，日本には平和学部・平和学研究科を擁する大学は存在しない。なる

ほど，日本の大学でも「平和学」という授業科目は確実に増大しており，学生間の

人気も高い。だが，そのすべてが２単位または４単位の単発の講義ないしゼミにす

ぎず，日本には，系統的，組織的，集中的に平和学を学習できる平和学部はおろか，

平和学専攻コースさえ存在しない。平和国家であることを自認し，「国際社会にお

いて名誉ある地位を占めたい」（日本国憲法前文）と願っている日本の姿勢が問わ

れている。

　他方，平和学に対する学生の関心と支持は圧倒的であり，平和学という科目名の

授業はどこの大学でも，受講生数が予想を上回っている。そうした平和学学修の願

望と意欲を満たすためにも平和学部・平和学研究科開設は急務であり，一日も早い

実現が望まれる。日米欧における少子化現象は大学の危急存亡にかかわる重大事だ

が，平和学部・平和学研究科のある外国の大学には吸引力があり，特に日本人留学

生を惹きつけている。このことに特に留意する必要がある。

　ちなみに，英ブラドフォード大学平和学部・平和学研究科所属学生の１０～１５パー

セントは常に日本人留学生だと伝えられる（２００１秋～２００２年春の同大修士課程在学

生８０人中１４人が日本人）。このように，日本の大学で平和学・平和研究の授業に接し

た学生が大学院で平和学を専攻したい場合には，海外へ留学しなければならないの

が現状である。そのためにも，平和学で学士号・修士号・博士号を取得できる高等

教育機関の開設が強く望まれるのである。

�．日本の大学における平和学の現状

　日本の大学においては，１９７６年には初めて「平和学」がカリキュラムの一部とし

て登場し，それ以来，平和学関連科目は着実に増え続けた。その実態調査は１９８６年

と１９９６年の２度にわたって実施されたが（岡本三夫「日本の大学における平和学関

連講座の実態調査」，日本平和学会編『平和研究』����１２��　１９８７年。同「日本の大学

における平和学関連講座の第二次実態調査」，広島大学平和科学研究センター『広

島平和科学』���　２０，１９９７年），これらの調査によって判明したことは，まず第１に，

平和学関連科目として分類される主題の多様性であり，第２に，平和学関連科目開

講のテンポが予想以上に速いことであり，第３に，平和学関連科目に対する学生の

関心と支持が大きいことであった。

　類似の調査は，１９８４年には英国で，１９８５年には米国で実施されているが，これら
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内外のの調査において，平和学関連科目として報告された授業の主な内容を分類す

ると下記のようになる。

　　平和学関連科目におけるテーマの分類

Ａ．「戦争と軍事に関する研究と教育」

例：総合安全保障，平和外交，民族和解，信頼醸成，平和維持活動，危機管理，

市民的防衛，原爆被災の検証，核戦争の回避，核兵器の国際管理，戦争の防止，

紛争解決，軍縮，コンヴァージョン（軍需→民需），兵器移転の禁止，テロリズ

ム対策，国連と国連諸機関の改革など。

Ｂ．「政治的，経済的，文化的，宗教的，人種的解放に関する研究と教育」

例：南北問題の克服，持続可能な発展・開発，効率的援助経済，公平な富の分配，

多国籍企業規制，大農地制廃止，人種・民族平等の徹底，基礎教育の普及，労働

権の保障，労働力国際移転の自由化，児童労働禁止，基本的人権の確立，医療・

保健制度の整備など。

Ｃ．「生活スタイルの見直しに関する研究と教育」

例：「自然との平和」，エネルギー源の多元化政策，太陽光エネルギーの普及，計

画生産・計画出産，資源リサイクル，適正技術，地場産業，等身大の技術，再

生可能な代替エネルギー，地球に対してやさしい科学技術と生活スタイル，エ

コロジカルな共生（���������）�など。

Ｄ．「学習過程と態度形成に関する研究と教育」

例：紛争解決シミュレーション，コミュニケーション技術開発，ファシズムの

克服，教育の非イデオロギー化，寛容性・柔軟性，創造性・批判性の涵養，学習

過程・学習形式の重視，グループ学習，異文化交流の促進，画一教育の排除，攻

撃性生得論からの解放など。

　上記中，Ａの「戦争と軍事に関する研究と教育」として分類されたテーマでは，

「戦争の不在」という伝統的な「消極的平和」概念が前提されており，核戦争を含む

あらゆる武力衝突およびそのオルタナティブが主要関心事となる。Ｂの「政治的，

経済的，文化的，宗教的，人種的解放に関する研究と教育」では，「構造的暴力」

（�����������	
�����）およびその克服としての「積極的平和」という２つの概念が前

提されている。端的に言えば，極度の貧困があり，無数の餓死者がいる社会は，戦

争がなくても，平和ではないということである。
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　Ｃの「生活スタイルの見直しに関する研究と教育」では，「戦争は最大の環境破

壊である」という観点から「自然との平和」（���������	�
�����）を重視したテーマ

や「地球に対する人為的暴力」という視点から「地球に対してやさしい科学技術と

生活スタイル」の研究と教育が挙げられている。Ｄの「学習過程と態度形成に関す

る研究と教育」では，「紛争解決シミュレーション」をはじめ，異文化間コミュニ

ケーションの促進による国際相互理解，非イデオロギー的で寛容性を重視する研究

と教育が挙げられており，これらは戦争予防的機能を果たすものと考えられている。

　ところで，平和学・平和研究が以上のような多様性を持つようになった背景には，

「平和」概念についての根本的な変化があった。その詳細は添付資料（「平和概念お

よび暴力概念の変遷」）に譲るが，要約するならば，平和とは単に「戦争の不在」

（���������	�
��）を意味するだけではなく，経済的・政治的安定，基本的人権の尊

重，政治的自由と政治プロセスへの参加，快適で安全な環境，福祉の充実，豊かな

生活などを意味する。前者は「消極的平和」（���������	��
�），後者は「積極的平和」

（�����������	
�）と呼ばれており，このような平和概念の使い分けは国連その他の

国際機関でも一般化している。

　「平和学」や「平和研究」の導入によって達成された主なメリットとしては，�従

来の伝統的な授業科目では取り扱いが困難であったテーマを研究し，教えることが

容易になったこと，�新しい地球的問題群を「人類の統一性と多様性を認める共通

の価値観」（入江昭ハーヴァード大学教授）を軸にして分析し，考察することが可

能になったこと，�急速なグローバリゼーションとボーダーレス化にすばやく対応

し得る授業科目を開講し易くなったことなどが挙げられる。

　１９９６年に行われた調査によれば，�１９９５年４月現在で，以下の２９大学が「平和学」

という名称の授業科目を，８大学が「平和研究」という名称の授業科目を設けてい

る（調査後に，鹿児島大学，東京大学，北海道文教大学，酪農学園大学，立教大学

に「平和学」が開講されたので，計３４大学になる）。

　　「平和学」を開設している大学　計３４大学

　愛知教育大学，大阪産業大学，沖縄国際大学，関西学院大学，恵泉女学�院�大
ママ

学，敬和学園大学，四国学院大学，十文字大学，上智大学，成蹊大学，専修大

学，中央大学，東京基督教大学，東京経済大学，東京女子大学，獨協大学，新

潟国際情報大学，広島大学，広島修道大学，広島女子大学，法政大学，北海道

東海大学，松山東雲大学，明治学院大学，琉球大学，龍谷大学，立命館大学，

ルーテル学院大学，早稲田大学

　　「平和研究」を開設している大学８大学 

　恵泉女学園大学，九州大学，久留米大学，国際基督教大学，上智大学，大東
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文化大学，広島修道大学，横浜市立大学。

　神戸大学，中京大学，新潟大学ほかの「平和論」，東海大学，三重大学ほかの「国

際平和論」，筑波大学の「平和紛争論」，西南学院大学の「人権平和研究」などは，

科目名にこそ微妙な差はあれ，取り扱う領域は大差ないと考えられる。広島大学の

「戦争と平和に関する総合的考察」や北海道大学の「平和の学際的研究」もカリキュ

ラムの内容は平和学そのものであるということができる。

　また，「国際紛争論」，「戦争と平和」，「平和と人権」，「核を考える」などの平和学

関連科目は，３７の国立大学（国立大学の３７．７６％），１４の公立大学（同２６．９２％），１０８

の私立大学（同２６．０２％）において開講されている。すなわち，国公私立大学総数５６５

（１９９５年）の中の１５９大学（全大学の２８．１４％）において，何らかの形で「広義の」平

和学・平和研究が開設されていることになる。

　なお，２００２年３月現在，日本には以下のような代表的な平和研究所がある。

沖縄国際平和研究所

国際基督教大学平和研究所

創価大学平和問題研究所

東海大学平和戦略国際研究所

戸田記念国際平和研究所

長崎平和研究所

長崎総合科学大学平和文化研究所

広島平和研究所

広島大学平和科学研究センター

明治学院大学平和研究所

　上記以外にも，上智大学国際関係研究所，津田塾大学国際関係研究所，帝塚山学

院大学国際理解研究所など，広義の平和研究所がある。また，一般に平和ミュージ

アムは教育的機能を果たしているが，特に立命館大学平和ミュージアムの場合は，

大学に設置された平和学・平和研究の教育機関として，国際的にもユニークな存在

であり，平和研究者にとっても価値ある施設として評価されている。

　平和研究所の中には，研究所所属の教官・教員の下で平和学・平和研究に取り組

む学生を擁し，外国からの留学生を受け入れているケースも見られる。わけても，

広島，長崎，沖縄のような歴史的特殊性を備えた都市にある平和研究所で，独立し

た図書設備のある研究機関の場合にはそうである。しかし，そうした機会はごく僅

かな人数の学生に限定されており，欧米でしばしば見られるような，学部や大学院

の機能を備え，制度的に多くの学部学生や大学院生を擁している平和研究所は国内
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には見当たらない。

　２００１年５月に明治学院大学平和研究所において，日本平和学会関東地区研究会と

の共催による公開シンポジウム「大学での平和学展開について考える」が開催され

たが，これには明治学院大学の「平和学」，フェリス女学院大学の「国際平和論」，

立教大学の「平和学から見た環境問題」，文教大学の「国際関係論」，東京大学教養

学部の「平和学の現在」など，首都圏における平和学の授業担当者およびそれらの

授業の受講生約７０名が参集した。平和研究所が，単に理論的研究に従事するだけで

なく，平和学に関心を寄せる教師や学生の相互交流・意見交換を媒介にして，大学

における平和学・平和研究カリキュラムの展開と促進に寄与した例として注目され

る。

�．平和学・平和研究専攻者の進路

　平和学・平和研究を専攻した学生がどのような職業に就くかということに関して

は，創設以来３０年になる英国ブラドフォード大学平和学部の卒業生や，その他の大

学に設置された平和学部の卒業生の進路が参考になる。もちろん，法学部や経済学

部の卒業生の大半がそれぞれの専門分野に進出しているわけではないように，平和

学部の卒業生の大半が理想の分野に進出しているとは限らない。

　とはいえ，一定の割合で，専門分野に進出する卒業生がいなければ，学部の存在

理由（��������	
���）が問われる。平和学部のような「ニューカマー」の場合は特に

そうである。ブラドフォード大学平和学部が３０年間も存続し，かつその規模を拡大

してきたこと自体が，実は，そのような疑問に対する最も有効な回答であり，平和

学部卒業生の需要と供給が一定のバランスを保ちながら機能してきたことの証拠で

ある。

　しかし，平和学部卒業生の進路に関する詳細なデータはない。したがって，以下

に述べることは，平和学部卒業生の進路について言及されている論文，大学案内を

含むその他の文書，インターネット情報，および当該大学の進路指導課への問い合

わせから得た断片的な情報をまとめたものにすぎない。

　まず，彼らの多くは平和学・平和研究の専門家として，ソーシャルワーカー，非

政府組織（���）職員，非営利団体（���）職員，平和構築要員（���������	
���

������），平和維持（���）要員，国際会議のプロモーター，シンクタンクの専門職

員，軍事アナリスト，ネゴシエイター（交渉者・調停者）などの職業を意識的に選

択し，ボーダーレスに活躍していることが挙げられる。特に，難民キャンプ職員や

国際的な各種事業奉仕団職員としての需要はきわめて高いという。

　これらの職業は，おそらく，平和学部・平和学研究科卒業生の主な就職先として，

今後もその需要がますます高まっていくであろうことが予想される。平和学部・平

和学研究科の卒業生だからといって，実際に停戦の調停をするわけではない。それ
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は政府首脳，軍部，政治家，外交官などの管掌領域だからである。しかし，平和学

部・平和学研究科の卒業生の中に政治家，外交官，国際公務員，研究者，学者，弁

護士など，一般の職業を選んだ者がいたとしても不思議ではない。現に，ブラド

フォード大学平和学研究科で博士号を取得した衆議院議員もいる。平和学部・平和

学研究科において，「平和」構築・維持のためのさまざまな専門的技術をも，修得さ

せるべきであるが，そうすれば，平和社会の展開に大きく貢献することとなろう。

なお，ボランティアとして活躍している卒業生も多い。ある程度まで経済的にゆと

りのある英国のような先進工業国社会では，一定の期間，ボランティアに従事して

経験をつむ人は少なくない。ボランティアを経験する中で形成される非常に特殊な

専門性もあるであろう。また，卒業生の中には，弁護士，教師，国家公務員，地方

公務員，ジャーナリスト，図書館職員などと，他学部の卒業生と大差ないさまざま

な方面で活躍している者もいる。しかし，彼らも平和学部・平和学研究科で修得し

た紛争解決のための技術を，職場やコミュニティにおける紛争を未然に防ぎ，人間

関係を平和的に維持することに役立てているという。ブラドフォード大学平和学部

のみでなく，世界のその他の大学に開設された平和学部・平和学研究科の卒業生は，

求職の際，現段階では，その稀少性もあって，書類選考段階で排除されることは滅

多になく，かえって試験官の興味をそそり，面接にこぎつけることが多いため，能

力さえあるならば他学部卒業生よりもむしろむしろ有利であり，平和学部・平和学

研究科の卒業生であるためのハンディキャップを背負わされたという報告はない。

現在のような「平和でない状況」（�������������）を「平和に満ちた状況」

（����������		）へ変えることは万人の願望である。核兵器，戦争，テロその他の暴

力，途上国の貧困，不平等などを完全になくすことはできないであろうが，それら

を「極小化」（��������）することはできる。それが平和学・平和研究に課せられた

使命であると考えるならば，人びとが世界平和のために貢献できる活動の沃野はグ

ローバルな規模で広がっている。

　平和学部・平和学研究科の開設は，一方では以上に述べたような有給・無給の仕

事を遂行するための技術的な「ノウハウ」を教授するためである。が，同時に，そ

れは，他方では，非暴力主義の哲学を深く研究し，暴力の応酬のために文明の存続

さえ危ぶまれている国際社会に対して，オルタナティブな政策提言をし，平和な未

来世界のブループリントを提示するためでもある。平和学部・平和学研究科が開設

され，軌道に乗るならば，卒業生がどのような職業に就こうと，彼らが「平和に満

ちた状況」を創り出すことに貢献するであろうことは間違いないからである。

お　わ　り　に

　日本人の多くが，真摯に世界の平和を希求していることは，現在では，世界中で

評価されており，日本が今後も独自の平和外交によって，より安定した国際社会の
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建設に貢献していくことが諸国民の大きな期待であることは多言を要しない。悲惨

なアジア・太平洋戦争と戦後の日本が辿った経済発展の道から学んだ尊い教訓は，

戦争によって得られるメリットは皆無であり，平和によって得られるメリットは無

限であるということであった。

　平和学部・平和学研究科を日本の大学に開設するという構想は，そのような評価

と期待と反省に根拠を置いたアカデミックな対応であり，もしこの構想が実現する

ならば，国益に資することはいうまでもないが，広く「人類益」に資する快挙とし

て広く歓迎されるであろう。平和学・平和研究の分野において欧米より遅れている

のはアジア全体であるから，日本の大学におけるこのような新しい動きは，アジア

諸国へも好ましい影響を与え，この面においても日本はリーダーシップを発揮する

ことができるであろう。それは，日本人のみにあらず広く世界の多くの人々の意識

に対して，よい意味でインセンティブをもつであろう。

　ところで，『ユネスコ憲章』はその前文で「戦争は人の心の中で生れるものであ

るから，人の心の中に平和のとりでを築かなければならない」と謳っているが，「心

の中に平和のとりでを築く」のに最も重要な時期が初等中等教育にあることはいう

までもない。平和学部・平和学研究科の存在は，「心の中に平和のとりでを築く」

ことを可能にする力量のある教師の育成に大きく貢献するであろうことが予想され

る。

　平和は自然に訪れるものではなく，座視傍観していて達成できるものではない。

古くから「平和を創り出す者は幸いである」（聖書）と言われているごとく，平和

が「創り出すもの」であるという真理は不変である。しかし，平和を研究し，教え，

学ぶことなしに，平和を「創り出す」ことはできない。この営為を助け，育み，実

らせ，もって世界平和の大樹に生長させることこそ，平和学部・平和学研究科開設

の目的なのである。それが，「平和を望むなら平和に備えよ」（�����������	
������

�����）という「核時代の知恵」にほかならない。

　すでに述べたように，そのような営為が部分的には日本の大学でも広く観察され

ることは喜ばしいことである。平和学あるいは広義の平和学関連科目が，これほど

多くの大学で提供されているという国は日本をおいてほかにない。しかしながら，

惜しむらくは，諸外国でのように，平和学部・平和学研究科を開設することによっ

て，そのような個々の営為を組織化し，体系的知識・技術として学生に教授すると

いう努力は，今日に至るまでついに実っていない。

　平和学・平和研究の分野で米国，英国，ドイツなどの有力な諸外国とのバランス

を欠くことは決して望ましい国策ではない。戦争の悲惨さを余すところなく体験し，

空襲による国土の荒廃に加えて原子爆弾の投下による世界唯一の原爆被爆国となっ

た日本において，なぜ，平和学部・平和学研究科を擁する大学がただのひとつとし

て存在しないのかという疑問は，答えに窮する事態であり，日本に対する不信感に
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繋がっていくことが危惧される。

　インターネットによって情報が世界中で共有される現代にあっては，どの国が，ど

のような研究・教育上の政策を実施しているかは透明であり，人びとはそうして取

得した情報をもとにして大学の取捨選択をしている。電子通信のブロードバンド化

が普及するならば，こうした傾向はさらに強まり，国際的にも「学生誘致競争」が

激化することは必至である。実際，平和学・平和研究の分野で学位を取得したい日

本人学生はすべて，事実上，「海外留学を余儀なくされる」という不合理な事態がす

でに発生している。

　このような不合理な事態を直視し，平和学部・平和学研究科の開設によって学生

のニーズに応えることは，大学の義務ではなかろうか。紛争の多い途上国からの留

学生にとっても，日本の大学に平和学部・平和学研究科が創設されることは朗報で

あるに相違ない。特に，広島，長崎，沖縄のような第二次世界大戦の痕跡を鮮やか

に留めている土地においてすら，それぞれ平和研究所は存在するものの，それらの

土地の数ある大学には平和学部・平和学研究科が１校だに存在しないということは，

まことに不自然な状況だと言うほかない。

　２００１年の春，東京大学駒場キャンパスに待望の平和学が開講され（科目名は「平和

学の現在―『平和の世紀』を創るために―」），大学内外の多くの講師が教壇に立った。

平和学の泰斗・ヨハン・ガルトゥング博士もその一人だったが，博士は講義の冒頭，

学生に質問した。「東大はなにゆえ平和学を恐れているのか」，と。２００１年前期のみ

の予定だったこの授業が，２００２年４月にも開講されたことは，ガルトゥング博士の問

いに対する積極的な回答とも受け取れるのである。

　以上，私たちは，日本の学術研究等にたずさわる者として，誰よりも私たち自身

に向けて，この問題の重要性を考えるために若干の資料の提供を行った。純粋に私

たちの意図するところを洞察していただくことができれば，幸いである。

　添付資料

平和概念および暴力概念の変遷
　今日では，平和の概念は，大きく変化した。その理由のひとつは，人びとが，巨

大な環境破壊や大規模の餓死によってもたらされる悲劇を戦争に劣らない暴力とし

て知覚するようになったためと考えられる。「戦争と平和」という二分法に替わって

「暴力と平和」という言説が有力になってきている。例えば，「アジア平和研究国際

会議」（１９８０年開催）の成果として刊行された書物の題名は『暴力と平和』だった

（坂本義和編，朝日新聞社，１９８２年）。
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　平和学・平和研究においてばかりでなく，ユネスコや世界銀行のような国連の諸

機関その他においても，そのような新しい平和概念と暴力概念が使用されるように

なってきている。それを反映しているのは，この２０年ほどの間に出版された新版の

各種事典における平和概念と暴力概念の定義である。ここでは，身近な例として，

『岩波・哲学・思想事典』（１９９８年）の「平和」を紹介する。

平和  （英）�����，（独）������， （仏）����
消極的平和と積極的平和
　平和は戦争の不在，すなわち戦争のない状態を意味するが，戦争の不在とし
て定義された平和は，〈平和は何であるか〉と肯定的・積極的に定義された平
和ではなく，〈平和は何でないか〉と否定的・消極的（��������）に定義された
平和であるため，〈消極的平和〉と呼ばれることが多く，国連などでも使われ
るようになった。概念を定義する場合，狭く定義する方法と，広く定義する方
法とがあるが，平和を〈戦争の不在〉とする消極的平和概念は限定的かつ静的
であり，最も狭い平和の定義である。しかし，戦争のない状態を消極的平和と
呼ぶからといって，戦争のない状態が否定的・消極的に評価されているという
ことではない。戦争がないこと自体を積極的な価値として評価するのは，戦争
のない世界の構築を人類の理想として追求することが普遍的な願望とされてき
たことと照応する。
　他方，〈平和は何であるか〉と肯定的・積極的（��������）に定義された平和は
〈積極的平和〉と呼ばれているが，その内容は時代や状況の推移とともに変化し，
発展的かつ動的である。豊かさ，秩序，安全，正義，公平，自由，平等，民主
主義，人権尊重などが積極的平和の基本的要素だが，健康，福祉の充実，文化
的生活，生き甲斐，環境保全を含めるなど，要素の加除が時代や状況の推移と
連動して行なわれる。米ソ冷戦が終結すると，地球規模の核戦争による人類絶
滅の可能性に替わって，大規模な環境汚染が人類の存続を脅かす深刻な平和問
題として知覚されるようになったのはその例である。

諸文化圏における平和の意味
　概念史的には，本来，平和という語には戦争の不在に尽きない意味が包含さ
れていた。いずれも〈平和〉と訳される異なった文化圏の語がそれを示してい
る。たとえば，古代イスラエルの〈シャローム〉やイスラム圏の〈サラム〉と
いう語は第一義的には神による正義や公平の実現を，ギリシャの〈エイレーネ〉，
ローマの〈パクス〉，中国の〈和平〉という語は秩序と繁栄を，インドの〈アヒ
ムサー〉という語は不殺生をそれぞれ意味した。それゆえ，消極的平和という
限定は，平和という概念の本来的な広がりを制約し，さらに〈平和な風景〉と
か〈平和な家庭〉といった，平和という語の日常的な使用の中に含まれている
積極的な意味を抑制した，作為的な平和概念である。世論調査で「現在の日本
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は平和だと思うか」という趣旨の設問があり，答えの意味が分析されるのも，
広義の平和概念が一般に普及していることの証左である。
　支配と従属が常態であった時代においては，世界の状態についての共通理解
や概念の定義を司るのは支配する側の特権であり，強者が作った共通理解がま
かり通った。しかし，文化人類学などの発展によって未開社会の思考様式が解明
され，旧植民地地域の民族自決によって独立国が激増し，国連をはじめとする
国際会議や国際学会において支配される側の声が聞かれるようになり，洋の東
西を横断し，国の南北を縦断する政治，経済，文化，教育，娯楽などの国際化
現象が進捗してくると，平和，自由，平等，人権などの伝統的な共通理解にも
亀裂が生じ，それらの諸概念の再定義が必要になってきた。また，数千年に及
ぶ父権制社会において形成されてきた平和概念をはじめとする諸概念の歴史的
制約については女性学の視点から厳しい批判が提出されている。

直接的暴力と構造的暴力
　インドのスガタ・ダスグプタは戦争と平和という二分法を退け，平和の対極
にあるのは戦争ではなく，非平和（�������������）であるとして，途上国の状
況を特徴づける平和概念を提示した。先進国では戦争がなければ平和だが，途
上国では〈戦争がなくても平和ではない〉から戦争と平和という二分法は妥当
しないというのである。こうして〈戦争の不在〉と同時に，非平和が途上国に
特徴的な問題であることが認識され，平和概念の再定義に不可欠の新しい前提
となった。ガルトゥングは〈戦争もないが平和もない〉という状況，すなわち，
貧困，無秩序，不安定，不正義，不公平，弾圧，不平等，殺傷，飢餓，疾病，医
療施設の不在，低い識字率などを特徴とする非平和状況を〈構造的暴力〉と呼
んで，戦争やテロのような〈直接的暴力〉と区別し，ダスグプタの着想を概念
的にねりあげ，その結果，戦争と平和という伝統的二分法とは別に暴力と平和
という二分法で分析する道が開かれ，新しい要請に応えることができるように
なった。
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＜付録滷＞

Recommendation for Promoting Research on
Peace Studies
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